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序

中
国
古
代
の
専
制
国
家
は
、
支
配
下
に
置
く
人
々
の
名
簿
を
作
成
し
、
そ
の
所
属

す
る
里
や
、
年
齢
・
性
別
・
爵
位
な
ど
の
基
本
的
な
事
項
に
関
し
て
、
逐
一
把
握
し

て
い
た
。
こ
の
、
前
漢
最
盛
時
に
は
六
千
万
も
の
人
々
に
つ
い
て
記
載
し
た
膨
大
な

資
料
の
蓄
積
が
、
い
わ
ゆ
る
人
身
的
な
支
配
を
完
遂
す
る
土
台
と
な
っ
た
こ
と
は
、

論
を
待
た
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
名
簿
は
、「
戸
」
を
範
囲
と
し
て
作
成
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
も
し
、
そ
れ
を
現
在
参
照
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
当
時
の
人
々
と

そ
の
生
活
の
場
で
あ
る
家
庭
に
つ
い
て
知
る
重
要
な
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
一
九
九
六
年
に
湖
南
省
長
沙
走
馬
楼
の
古
井
か
ら
出
土
し
た
大
量
の
竹
簡

は
、
ほ
と
ん
ど
が
三
国
呉
・
孫
権
の
治
世
の
資
料
だ
が
、
一
般
の
人
々
の
名
籍①
を
多

数
含
み
、
そ
れ
を
利
用
し
て
国
家
の
民
を
把
握
す
る
制
度
や
、
家
族
の
状
況
な
ど
を

窺
う
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
。

走
馬
楼
呉
簡
の
名
籍
に
は
、
多
様
な
書
式
を
含
む
。「
竹
簡
壹
」
が
刊
行
さ
れ
、

十
三
万
以
上
も
に
の
ぼ
る
全
竹
簡
の
内
の
一
万
点
ほ
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点

で
、
す
で
に
こ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
い
か
な
る
書
式
が
存
在
す
る
の
か
整

理
し
、
各
書
式
が
組
合
わ
さ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
完
成
し
た
一
つ
の
簡
冊
に
な
る
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た②
。
そ
し
て
多
様
な
書
式
の
名
籍
中
に
は
、

某
郷
某
里
に
属
す
る
吏
民
す
べ
て
を
対
象
に
し
た
調
査
の
記
録
が
、複
数
存
在
す
る
。

　
　

南
郷
謹
列
嘉
禾
四
年
吏
民
戸
數
(?)
口
食
人
名
年
紀
簿
（「
竹
簡
壹
」
14

九
〇
八
八
）

　
　

廣
成
郷
謹
列
嘉
禾
六
年
吏
民
人
名
年
紀
口
食
爲
簿
（「
竹
簡
貳
」
一
七
九
八
）

「
竹
簡
壹
」
九
〇
八
八
と
「
竹
簡
貳
」
一
七
九
八
は
名
籍
の
表
題
簡
に
あ
た
る
と
考

え
ら
れ
、
二
者
と
も
に
某
郷
吏
民
の
口
食
・
人
名
・
年
紀
の
簿
を
謹
列
す
る
と
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
題
簡
が
「
竹
簡
壹
」
―
「
竹
簡
参
」
に
か
け
て
散
見

し
、
竹
簡
が
出
土
し
た
井
戸
中
に
、
一
般
吏
民
の
名
籍
が
複
数
存
在
し
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
般
人
戸
の
名
籍
以
外
に
、
特
別
な
人
々
の

名
籍
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
「
師
佐
籍
」
と
呼
称
さ

れ
る
（
王
素
・
宋
少
華
・
羅
新
一
九
九
九
）、
官
設
の
工
場
で
労
働
に
た
ず
さ
わ
る
手
工

業
技
術
者
の
籍
が
多
く
存
在
し
、
そ
の
書
式
と
記
載
内
容
は
一
般
人
戸
の
書
式
と
相

違
す
る
。

　

觚
慰
師
臨
湘
謝
﹇
患
﹈
年
卅
一　

見
（「
竹
簡
壹
」
12

五
八
二
八
）

　

鄧
妻
姑
年
廿
九　

見
（「
竹
簡
壹
」
12

五
八
二
二
）

こ
れ
以
外
に
も
軍
吏
父
兄
の
名
籍
（
ｚ﹇
模
﹈郷
謹
列
軍
吏
父
兄
人
名
年
紀
爲
簿
（「
竹
簡

参
」
31

三
八
一
四
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
「
竹
簡
貳
」
に
見
え
る
限
佃

人
戸
の
籍
は
、
当
該
名
籍
を
構
成
す
る
と
特
定
可
能
な
簡
が
あ
る
程
度
存
在
す
る
た

め
、一
般
の
戸
の
名
籍
以
外
の
名
簿
に
つ
い
て
考
察
す
る
適
切
な
資
料
と
な
り
う
る
。

長
沙
走
馬
楼
呉
簡
に
み
え
る
「
限
佃
」
名
籍
に
つ
い
て

鷲　

尾　

祐　

子
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こ
の
限
佃
人
戸
の
籍
に
関
し
て
は
、
谷
口
建
速
二
〇
〇
八
が
言
及
し
、
表
題
簡
・
郷

ご
と
の
ま
と
め
の
簡
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
本
文
に
当
た
る
簡
の
確
定
は
難
し
い
と
し

つ
つ
、
戸
主
簡
・
戸
ご
と
の
集
計
簡
と
考
え
ら
れ
る
簡
を
挙
げ
て
い
る
。
確
か
に
、

編
綴
が
切
れ
て
簡
相
互
の
つ
な
が
り
が
失
わ
れ
た
状
態
で
は
、
同
一
の
名
籍
簡
冊
を

構
成
す
る
諸
簡
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
難
し
い
。
と
り
あ
え
ず
、
サ
イ
ズ
や
書
式
の

類
似
な
ど
に
依
拠
し
て
、
ま
と
ま
っ
て
存
在
す
る
簡
を
集
成
し
、
同
じ
種
類
の
名
籍

で
あ
る
可
能
性
を
検
討
す
る
ほ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
で
は
、
限
佃
人
戸
の
名
籍
と
考
え
ら
れ
る
簡
を
集
成
し
、
そ
の
書
式
に
つ
い

て
検
討
し
、名
籍
に
現
れ
た
限
佃
人
戸
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
限
佃
人
戸
名
籍
に
見
え
る
戸
に
は
、
顕
著
な
傾
向
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
偏
っ
た
家
族
構
成
を
有
す
る
戸
の
姿
を
現
す
が
故
に
、
名
籍
資
料
を
検
討
し

て
一
般
吏
民
の
戸
の
特
色
を
考
察
す
る
に
際
し
、
こ
の
種
類
の
名
籍
は
除
外
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
書
式
は
他
の
一
般
人
戸
の
書
式
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
区

別
が
難
し
い
。
そ
し
て
、
同
様
な
名
籍
が
他
に
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
提
起
す
る
た
め
で
も
あ
る
。

一
、「
竹
簡
貳
」
限
佃
人
戸
口
食
人
名
簿
を
構
成
す
る
連
記
簡
の
検
討

走
馬
楼
呉
簡
に
見
え
る
名
籍
簡
に
は
、
一
片
に
つ
き
一
名
を
記
載
す
る
書
式
と
、

複
数
名
を
記
載
す
る
書
式
（
連
記
簡③
）
が
存
在
し
、記
載
内
容
に
よ
っ
て
書
き
分
け
ら

れ
た
か
否
か
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
（
鷲
尾
祐
子
二
〇
一
〇
ｂ
参
照
）。
同
じ
内

容
の
記
述
が
、
連
記
で
記
載
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
単
記
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
と
し
か
、
現
時
点
で
は
言
え
な
い
。「
竹
簡
貳
」
の
示
意
図
と
、
そ
の
前
後

に
番
号
が
連
続
す
る
諸
簡
（「
竹
簡
貳
」
一
五
三
六
―
二
四
九
六
ま
で
）
に
は
、
連
記
形

式
の
書
式
が
連
続
し
て
出
現
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
簡
の
書
式
は
、
さ
ら
に
二
種
類

に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
論
じ
た
（
鷲
尾
祐
子
二
〇
一
〇
ｂ
参

照
）。
ま
た
、「
竹
簡
貳
」
の
一
五
三
五
番
よ
り
前
の
番
号
に
も
連
記
式
の
名
籍
簡
が

存
在
す
る
が
、
し
か
し
い
さ
さ
か
特
殊
な
書
式
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
る
一
五
三
六
以

降
の
連
記
簡
と
は
書
式
が
相
違
し
、
さ
ら
に
大
き
さ
も
明
ら
か
に
異
な
り
、
別
の
機

会
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
万
枚
を
越
え
る
竹
簡
は
、
65
の
盆
に
分
類
さ
れ
、
同
盆
で
あ
る
か

否
か
は
、
同
じ
簡
冊
を
構
成
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
が
、「
竹
簡

貳
」
の
諸
簡
に
つ
い
て
は
盆
番
号
が
不
明
で
あ
る
。
番
号
の
連
続
性
に
頼
る
の
は
心

許
な
い
が
、
一
五
三
五
ま
で
に
見
え
る
名
籍
書
式
は
ほ
ぼ
す
べ
て
次
ぎ
に
紹
介
す
る

書
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
種
類
の
簿
籍
で
あ
る
と
推
定
し
得
る
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
、「
竹
簡
貳
」
三
〇
・
三
一
・
三
二
番
と
連
続
し
て
同
じ
書
式
の
連
記
簡

が
並
ぶ
が
、
谷
口
建
速
編
二
〇
〇
九
に
見
え
る
実
測
記
録
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
長
さ

２
１
・７

２
２
・
０
㎝
、
幅
０
・
８
程
度
の
大
き
さ
（
表
1
参
照
。
三
〇
は
、
図
版
上
で

は
長
さ
２
１
・
８
㎝
、幅
０
・
８
㎝
）
の
簡
で
あ
り
、み
な
同
じ
簿
籍
の
一
部
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
　
﹇
安
﹈陽
里
戸
人
公
乘
孫
陶
年
卅
七　
　

妻
大
女
思
年
廿
六
（「
竹
簡
貳
」
三
〇
）

　
　

富
貴
里
戸
人
公
乘
呉
□
年
卅
□　
　
　

妻
大
女
汝
年
廿
九
（「
竹
簡
貳
」
三
一
）

　
　

新
造
里
戸
人
公
乘

巡
年
卅
二　
　
　

妻
大
女
遑
年
卅　
（「
竹
簡
貳
」
三
二
）

「
竹
簡
貳
」
示
意
図
と
同
じ
書
式
の
諸
簡
が
見
え
る
の
は
一
五
三
六
番
以
降
だ
が
、

こ
こ
に
挙
げ
た
諸
簡
と
書
式
を
同
じ
く
す
る
簡
は
、
そ
れ
よ
り
前
の
番
号
に
散
見
す

る
（
表
1
参
照
）。
呉
簡
に
み
え
る
戸
単
位
で
記
載
さ
れ
る
名
籍
は
、冒
頭
に
戸
人
（
戸

主
・
戸
の
責
任
者
）
を
記
載
し
、
続
け
て
他
の
成
員
を
記
載
し
、
最
後
に
一
簡
を
費
や

し
て
戸
単
位
の
集
計
を
記
す
。
前
掲
諸
簡
（「
竹
簡
貳
」
三
〇

三
二
）
お
よ
び
こ
れ
と

同
じ
書
式
の
諸
簡
は
、
戸
人
記
載
の
冒
頭
に
里
名
を
記
し
、
戸
人
と
明
記
し
、
爵
位
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表 1・限佃名籍簡表
番号 文 備考

１類・戸人簡
1 口中里戸人公乘蔡威年五十五　　妻姑年卌九
4 □□里戸人公乘蔡客年卅六　　妻大女汝年卅九
13 □里戸人公乘潘蘇年七十一
30［安］陽里戸人公乘孫陶年卅七　　妻大女思年廿六 実測長さ 21.9㎝、幅 0.8㎝（谷口編 2009）
31 富貴里戸人公乘呉□年卅□　　妻大女汝年廿九 実測長さ 22.0㎝、幅 0.7 ｰ 0.8㎝（谷口編 2009）
32 新造里戸人公乘 巡年卅二　　妻大女遑年卅 実測長さ 21.7㎝、幅 0.9-0.8㎝（谷口編 2009）
34 ｚ五十五　贛妻秋年卅九　　贛小女姑年三歳 三名連記。「竹簡貳」釈文によれば上端欠ける。
46 □貴里戸人公乘龔士年卌□　　妻大女宋 (?)年卅九
69 (?)里戸人公乘周倉年五十五　　妻大女湛 (?)年卌七
71 五唐里戸人公乘周尊年八 (?)十二
73 ……戸人公乘程 (?)塼年卅五　　妻大女黄年卅一
75 宜陽里戸人公乘潘衣年卌九　　妻大紫年卌五　
78 春平里戸人公乘潭澤年卅五　　妻大女休年卅一
80 吉陽里戸人公乘李堤年卅　　妻大女服年廿五
84 富貴里戸人公乘鄭米 (?)年六十七　　妻大女汝年六十
101 平 里戸人公乘□□年五十□　　妻大女□年□□ 図版上長さ 21.2㎝
106 □□里戸人公乘雷怒年廿七　　妻大女姑年廿六
111 □□里戸人公乘唐［萇］年卌　　妻大女汝年ｚ
149 富貴里戸人公乘費可 (?)年六十　　妻大女貞年卌九
190 富貴里戸人公［乘］……　　妻大女恩年卅九
243［富貴里］戸人公乘文□年卅□　　妻大女黄年卅二
247［緒］中里戸人公乘黄懐年卅二　　妻大女合年卅
252 東 里戸人公乘唐若年五十二　　妻會年卌九
1449 度里戸人公乘婁尾年五十一　　尾妻愁 (?)年五十三

１類・戸集計簡
2・右坑家口食二人
3・右家口食二□
5 ｚ右元家口食二人
7・右若家口食ｚ
10・右衣家口食二人
11 右［陰］家口食二人
14 右士家口食□人
15 右□家口食□人
38 右□家口食二人
39 右□家口食□人
45・右惕家口食二人
65・右愁家口食六□
66 右堤家口食五人
72 右怒家口食三人
77 右□家口食三人
83・右［�］家口食二人
145 右倉家口食二人
233・右贛家口食三人□？
244・右 家口食二人　
246 右莫家口食一人
262 右□家口食一人
426 右懐家口食二人

２類・戸人簡
104 安陽里戸人公乘李□年卅□　　妻□年卅六
256 □□里戸人公乘李馮年五十　　妻［愛］年卌九
292 宜陽里戸人公乘李遺年五十　　妻大女妾年卌一 図版上長さ 23.0㎝、幅 0.9㎝
424 ……年廿七　　妻汝年廿六
474 ……廬開年卅六　　妻……年廿九……
527 大成 (?〉里戸人公乘朱遣……　　……年卅……
847 □里戸人［言］肥年卅二
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２類・戸集計簡
59 右儀家口食二人
81・右鐵家口食二人
1443 右□家口食二人

３類・戸人簡
37 彈溲里戸人公乘唐啓 (?)年六十二　　中　　妻應年五十一 実測 23.6㎝幅 0.8-1.0㎝（2009 特刊）

1102 吉陽里戸人公乘常宜年卌　　妻當年卅九
1424 萇龍里戸人公乘□易年卌 (?)妻兒年卅九
1436 萇龍里戸人公乘石萇年卌五　　妻奴年卅二

３類・戸集計簡
68 右□家口食□□
453・右時 (?)家口食二人
1425 右萇家口食二人
1426・右這 (?)家口食二人

その他・不明簡戸人簡
12 義成里戸人公乘壬署年卅一
56 常遷里戸人公乘烝稠年廿二ｚ 図版上幅 0.6㎝
58 小赤里戸人公乘潘奴年廿　　妻阿年ｚ 図版上幅 0.5㎝
100 ｚ戸人公乘張惕年廿五　　妻大女□年十八
297 富貴里戸人公乘呉胡年卅五　　妻大女姑［年］ｚ
645 ｚ鄧 (?)騰年六十　　妻大女妾年五十九　ｚ
878 里戸人公乘謝狶年六十二　　狶妻客年卌ｚ
895 ｚ□　　妻應年卅
1010 ｚ妻大女汝年卅一
1075 □□里戸人公乘度貴 (?)年五十五　　妻大女休年廿九ｚ
1220 妻［時］年ｚ
1366 ｚ妻妾年卅一　　ｚ
1428 ｚ……　　妻緒年卌九

その他・不明簡戸集計簡
62 ｚ・右驚家口食三人（
88・右□家口食□口人……ｚ
236・右［復］家口食二人　　 五十 書式相違、図版上長さ 20.7㎝
240・右度家口食□［人］　 図版上長さ 21.2
260 右［道］家口食二人
261・右文家口食一人
314 右［別］家口食二人
401・右□家口食二人
466 ｚ□家口食二人　　……［ 五十］ 書式相違
476 右湖家口食二人 図版上長さ 21.1㎝
493 右郎家口食二人
499・右鈞家口食二人　　……　　 五十
652 右勝家口食三人　　筭二　　 ｚ 書式相違
690・右狶家口食二人ｚ
982 右信 (?)家口食二人ｚ
1000 右奴家口食□□ｚ
1087 右擧家口食□人ｚ
1152 右□家口食□人　　□ｚ
1455 右□家口食二人　　……ｚ

その他不明簡 /中間 437 □大女奴年十七 図版上長さ 23.4㎝
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（
爵
位
と
し
て
は
公
乘
し
か
見
え
な
い
が
、
爵
位
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
八
四
七
番
の
例
も
存

在
す
る
。
こ
れ
は
誤
っ
て
爵
位
を
書
き
落
と
し
た
か
、
そ
れ
と
も
爵
位
を
持
た
な
い
の
か
、
不

明
。
表
1
参
照
）・
姓
名
・
年
齢
を
記
載
す
る
。
次
に
、
他
の
成
員
を
記
載
し
、
成
員
記

載
の
冒
頭
に
は
戸
人
と
の
続
柄
を
記
す
が
、
当
該
諸
簡
で
は
ほ
と
ん
ど
が
妻
で
あ
る

（
理
由
は
後
述
す
る
）。
妻
に
は
大
女
（
成
人
女
性
の
範
疇
）
と
記
さ
れ
（
一
部
例
外
が
あ
る
）④
、

そ
れ
に
続
い
て
戸
人
同
様
に
名
前
・
年
齢
が
記
載
さ
れ
る
。
戸
人
記
載
の
簡
の
書
式

を
図
式
化
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

 

里
名
＋
戸
人
＋
爵
位
＋
姓
名
＋
年
齢　
　

戸
人
と
の
続
柄
＋
成
年
か
否
か
を
示

す
大
小
範
疇
＋
名
＋
年
齢

こ
れ
は
、
秦
漢
名
籍
の
典
型
的
な
書
式
で
あ
り⑤
、
ま
た
既
出
の
走
馬
楼
呉
簡
に
見
え

る
名
籍
書
式
と
し
て
も
最
も
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
呉
簡
に
み
え
る
類
似
例
と
し

て
は
、た
と
え
ば
「
竹
簡
壹
」
の
示
意
図
を
構
成
す
る
諸
簡
の
書
式
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

平
陽
里
戸
人
公
乘
朱
碩
年
卅
一
筭
一
（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
二
四
六
）

　
　

碩
妻
大
女
蚤
年
廿
一
筭
一
（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
二
四
七
）

 

　

こ
の
書
式
で
は
、
筭
を
記
載
す
る
点
以
外
に
お
い
て
、
完
全
に
当
該
諸
簡
の
書
籍
に

一
致
す
る
。
ま
た
、
筭
を
記
載
し
な
い
走
馬
楼
呉
簡
名
籍
の
例
も
存
在
し
、
こ
れ
は

連
記
で
は
な
い
点
以
外
は
当
該
書
式
と
一
致
す
る
。

　
　

宜
陽
里
戸
人
公
乘
烝
靖
年
廿
九　
　
（「
竹
簡
壹
」
12

五
四
八
二
）

　

靖
母
大
女
婢
年
五
十
四　
　
　
　
　
（「
竹
簡
壹
」
12

五
四
五
七
）

だ
が
、
他
の
書
式
と
の
相
違
も
存
在
す
る
。
走
馬
楼
呉
簡
名
籍
簡
で
は
、
疾
病
障
害
・

負
担
す
る
職
役
・
官
吏
で
あ
る
こ
と
等
を
、
個
人
の
記
述
の
末
尾
に
追
記
す
る
こ
と

が
多
い
。

　
　

富
貴
里
戸
人
公
乘
胡
禮
年
六
十
踵
兩
足　
　
　
　
「
竹
簡
壹
」
1

一
四

　
　

高
遷
里
戸
人
公
乘
文
□
年
卌
六
筭
一
給
縣
卒　
　
「
竹
簡
壹
」14

一
〇
〇
五
六

　
　

宜
陽
里
戸
人
公
乘
郭
像
年
廿
九
真
吏　
　
　
　
　
「
竹
簡
壹
」
14

九
三
二
三

し
か
し
、
当
該
諸
簡
に
は
、
こ
の
よ
う
な
追
記
は
一
切
見
え
な
い
。

続
い
て
、
戸
人
簡
意
外
の
書
式
に
つ
い
て
。
通
常
の
名
籍
で
あ
れ
ば
、
戸
の
成
員

と
し
て
さ
ら
に
数
名
を
記
載
す
る
が
、
表
1
に
挙
げ
た
当
該
諸
簡
の
書
式
と
一
致
す

る
諸
簡
中
に
、
戸
人
と
そ
の
妻
以
外
の
成
員
の
記
載
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
簡
は
、

わ
ず
か
一
片
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
（
□
大
女
奴
年
十
七
「
竹
簡
貳
」
四
三
七
）。
次
に
、

戸
の
集
計
簡
に
該
当
す
る
簡
の
書
式
は
、「
右
某
家
口
食
×
人
」
で
あ
り
、
人
数
の
み

を
集
計
す
る
。

　

・
右
坑
家
口
食
二
人
（「
竹
簡
貳
」
二
）

こ
の
よ
う
な
集
計
の
書
式
は
、
走
馬
楼
呉
簡
の
他
の
名
籍
の
集
計
簡
に
も
見
え
る
。

　

・
右
銀
家
口
食
二
人　
（「
竹
簡
壹
」
5

一
六
一
九
）

走
馬
楼
呉
簡
名
籍
の
戸
単
位
の
集
計
簡
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
男
女
別
の
人
数
集
計
が

さ
れ
て
い
る
も
の
（
右
平
家
口
食
五
人　
　

其
／
三
人
男
／
二
人
女
（「
竹
簡
参
」
33

四
二
七
八
））、
（
財
産
の
状
況
を
あ
ら
わ
す
）
を
記
載
す
る
も
の
（
右
像
家
口
食
三
人　

中
　

五　

十
（「
竹
簡
壹
」
14

九
四
六
一
））、
事
・
筭
を
記
載
す
る
も
の
（
算
賦
や
徭

役
の
負
担
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る⑥　
　
　

凡
口
三
事
二　

筭
二
事　

　

五　

十
（「
竹
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簡
壹
」）14

一
〇
三
八
〇
））が
存
在
す
る
。
当
該
諸
簡
の
如
く
人
数
の
み
を
表
記
す

る
の
は
、
最
も
簡
潔
な
書
式
で
あ
る
。
ま
た
、
戸
集
計
の
み
な
ら
ず
、
戸
人
や
成
員

の
項
目
を
含
め
て
、
筭
や
資
産
状
況
の
記
載
、
さ
ら
に
附
帯
事
項
の
記
載
な
ど
も
完

全
に
欠
如
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
該
書
式
は
全
体
的
に
、
名
籍
と
し
て
最
も
簡
潔

な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
里
・
爵
位
・
年
齢
、
姓
名
と
い
う
基
本
的
事
項
の
記
載
書

式
は
一
般
的
な
名
籍
の
そ
れ
だ
が
、
こ
れ
の
み
を
記
載
し
、
そ
れ
以
外
を
一
切
記
載

し
な
い
点
で
は
、
逆
に
特
徴
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

で
は
、
当
該
諸
簡
は
、
誰
を
対
象
に
し
た
調
査
の
記
録
か
。
表
1
は
、「
竹
簡
貳
」

一
五
三
五
番
ま
で
の
同
一
書
式
の
諸
簡
を
、
大
き
さ
に
よ
っ
て
1
類
・
2
類
・
3
類
・

そ
の
他
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
三
〇

三
二
は
1
類
に
属
し
、
こ
の
類
の

簡
は
残
存
し
て
い
る
数
量
が
最
も
多
い
が
、
こ
れ
と
同
一
の
大
き
さ
の
簡
で
、
表
題

簡
や
郷
全
体
を
集
計
す
る
簡
等
は
出
土
し
て
お
ら
ず
、
誰
を
対
象
と
し
た
調
査
で
あ

る
か
示
唆
す
る
資
料
が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
1
類
と
書
式
は
同
じ
だ
が
、
大
き

さ
が
異
な
り
、
同
一
の
簡
冊
と
は
見
な
し
に
く
い
2
類
・
3
類
の
簡
に
は
、
調
査
対

象
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

2
類
の
簡
は
、
図
版
上
で
長
さ
２
３
・
０
㎝
、
幅
０
・
９
㎝
の
２
９
２
簡
に
代
表
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
図
版
上
で
は
あ
る
が
、
1
類
よ
り
も
1
㎝
以
上
長
い
。

　

宜
陽
里
戸
人
公
乘
李
遺
年
五
十　
　

妻
大
女
妾
年
卌
一
（「
竹
簡
貳
」
二
九
二
）

ま
た
、
3
類
は
図
版
上
で
長
さ
２
３
・
７
㎝
幅
０
・
９

１
・
０
㎝
（
幅
の
計
測
上
、
上

端
の
割
れ
て
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
部
分
は
除
く
）、
実
測
で
長
さ
２
３
・
６
㎝
幅
０
・
８

１
・

０
㎝
（
谷
口
建
速
編
二
〇
一
〇
参
照
）
の
「
竹
簡
貳
」
三
七
簡
の
よ
う
に
、
1
類
よ
り

も
図
版
上
で
１
・７
㎝
、
2
類
よ
り
も
０
・７
㎝
長
い
。

　

彈
溲
里
戸
人
公
乘
唐
啓
(?)
年
六
十
二　
　

中　
　

妻
應
年
五
十
一
（「
竹
簡
貳
」

三
七
）

2
類
・
3
類
の
簡
は
い
ず
れ
も
十
点
程
度
で
あ
り
、
簡
番
号
も
連
続
せ
ず
単
発
的
に

存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
類
の
簡
は
大
き
さ
と
書
式
が
共
通
し
、
関
連
性
が
存

在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
2
類
・
3
類
諸
簡
と
大
き
さ
が
近
似
し
、
名
籍
簡

冊
の
表
題
で
あ
る
簡
に
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　

 

小
武
陵
郷
謹
列
嘉
禾
五
年
限
佃
□
戸
口
食
人
名
簿
（「
竹
簡
貳
」
九　

図
版
上
で
長

さ
２
３
・
１
㎝
、
幅
１
・
１
㎝
）

　

 

南
郷
謹
列
嘉
禾
五
年
限
佃
人
戸
口
食
人
名
簿
ｚ
（「
竹
簡
貳
」
一
一
三
一　

下
部
欠

損
し
長
さ
不
明
、
幅
１
・
０

１
・
２
㎝
）

こ
れ
ら
は
、
と
も
に
「
某
郷
謹
ん
で
嘉
禾
五
年
限
佃
人
戸
口
食
人
名
簿
を
列
ぬ
」
と

記
載
す
る
（
一
一
三
一
番
は
一
字
不
明
だ
が
、
同
内
容
と
考
え
ら
れ
る
）。「
竹
簡
貳
」
示

意
図
の
例
か
ら
、「
某
郷
謹
列
」
は
簡
冊
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
と
判
断
し
得
る
（
侯
旭

東
二
〇
〇
九
）。
ま
た
、
郷
単
位
で
戸
口
数
を
集
計
す
る
簡
も
存
在
す
る
。

　

 

□
集
凡
小
武
陵
西
二
郷
新
住
限
佃
﹇
客
﹈
卅
四
戸
口
食
卌
一
人
故
戸
中
□
（「
竹

簡
貳
」
三
五　

図
版
上
で
長
さ
２
３
・
０
㎝
、
幅
１
・
２
㎝
）

　
 

□
□
南
郷
領
限
佃
戸
二
戸
口
食
六
人
故
戸
（「
竹
簡
貳
」
四
二
七　

図
版
上
で
長
さ

２
３
・
８
㎝
、
幅
１
・
０
㎝
）

「
集
凡
」
は
、
名
籍
の
記
載
内
容
を
、
某
単
位
ご
と
に
集
計
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る

語
彙
で
あ
り⑦
、
郷
ご
と
に
戸
口
数
を
集
計
す
る
場
合
に
も
、「
集
凡
」
で
人
数
を
導
く
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の
が
一
般
的
で
あ
る
（
・
集
凡
樂
郷
領
嘉
禾
四
年
吏
民
合
一
百
七
十
三
戸
口
食
七
百
九
十
五

人　
「
竹
簡
壹
」
13

八
四
八
二
）。
簡
三
五
は
、小
武
陵
郷
と
西
郷
と
い
う
二
郷
の
「
新

住
限
佃
」
の
戸
口
集
計
で
あ
り
、
簡
四
二
七
は
冒
頭
が
欠
け
て
い
る
が
、
記
載
内
容

か
ら
戸
口
集
計
の
簡
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
表
題
と
集
計
に
か
か

わ
る
4
簡
の
内
、「
竹
簡
貳
」
九
・「
竹
簡
貳
」
三
五
の
二
点
は
、
長
さ
か
ら
2
類
に

関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
竹
簡
貳
」
四
二
七
は
3
類
諸
簡
と
長
さ
が
近
似
す
る
。

つ
ま
り
、
2
類
・
3
類
の
簡
は
「
限
佃
（
客
）」
を
記
載
対
象
と
し
た
名
籍
の
一
部
分

で
あ
り
、
こ
れ
と
全
く
同
書
式
で
簡
番
号
が
近
接
す
る
1
類
に
つ
い
て
も
、
限
佃
の

簡
で
あ
る
と
見
な
し
得
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
こ
れ
ら
の
諸
簡
か
ら
構
成
さ
れ
る
名
籍
簡
冊
の
構
成
は
、
次

の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、「
某
郷
謹
列
嘉
禾
五
年
限
佃
人
戸
口
食
人
名
簿
」
で
始
ま

り
、
続
い
て
各
戸
に
つ
い
て
戸
人
・
成
員
・
戸
単
位
の
集
計
の
順
に
記
載
さ
れ
、
各

戸
に
つ
い
て
の
簡
が
終
了
し
た
後
「
集
凡
」
を
冒
頭
に
置
き
郷
ご
と
に
戸
口
数
を
集

計
す
る
簡
が
置
か
れ
る
。
さ
ら
に
「
新
住
」
の
者
、
故
戸
な
ど
を
集
計
す
る
簡
も
存

在
し
た
。
ま
た
、
2
類
の
簡
と
大
き
さ
が
近
似
す
る
簡
で
、
以
下
の
記
述
の
も
の
が

あ
る
。

　

 

其
二
戸
口
食
四
人
新
民
應﹇
役
﹈戸
（「
竹
簡
貳
」二
四
一　

図
版
上
で
長
さ
２
３
・
２

㎝
、
幅
０
・
９

１
・
０
㎝
）

こ
れ
も
限
佃
人
戸
に
関
連
す
る
集
計
の
簡
で
あ
る
な
ら
ば
、集
計
の
細
目
と
し
て「
新

民
応
役
の
戸
」
の
項
目
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

走
馬
楼
呉
簡
の
他
の
名
籍
の
場
合
、
里
単
位
で
作
成
さ
れ
て
い
る
例
が
多
く
、「
某

里
謹
列
」
簡
で
始
ま
り
、「
右
某
里
領
里
民
×
戸
口
食
×
人
」⑧
で
一
里
の
戸
口
数
を
集

計
す
る
が
、
当
該
諸
簡
の
場
合
は
里
単
位
の
表
題
簡
と
集
計
簡
が
見
あ
た
ら
な
い
。

そ
れ
は
、「
竹
簡
貳
」
四
二
七
に
見
え
る
南
郷
の
限
佃
が
わ
ず
か
二
戸
六
人
で
あ
る
よ

う
に
、
限
佃
の
人
数
が
極
め
て
少
な
く
、
そ
も
そ
も
限
佃
が
一
人
も
い
な
い
里
も
存

在
し
、
里
単
位
で
作
成
す
る
意
味
が
な
く
、
簿
籍
自
体
が
郷
単
位
で
作
成
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
何
故
1
類
・
2
類
・
3
類
の
相
違
が
存
在
す
る
の
か
。
1
／
2
／
3
類
に

属
す
る
諸
簡
の
里
名
を
見
る
と
、
重
複
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
1
類
三
〇
簡
に
み

え
る
安
陽
里
は
、2
類
一
〇
四
簡
に
も
見
え
、1
類
75
簡
の
宜
陽
里
は
2
類
の
二
九
二

に
見
え
、
1
類
八
四
簡
に
見
え
る
吉
陽
里
は
3
類
一
一
〇
二
簡
に
見
え
る⑨
。
故
に
、

こ
れ
ら
三
種
類
の
別
は
郷
が
別
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
な
い
の
で
あ
り
、
各
類
の
簡

に
は
複
数
の
郷
の
簡
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
2
類
は
表
題
簡
か
ら
嘉
禾

五
年
の
作
成
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、
表
題
は
小
武
陵
郷
な
の
に
南
郷
所
属
の

里
が
存
在
し
て
い
る
（
注
⑨
参
照
）。
ま
た
、
2
類
の
簡
と
部
分
的
に
重
複
す
る
里
名

が
記
載
さ
れ
た
簡
を
持
つ
1
類
は
、2
類
と
同
時
に
作
成
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

嘉
禾
五
年
の
記
載
で
は
な
い
の
だ
が
、
14
の
里
名
が
見
え
る
。
一
郷
で
14
も
の
多
数

の
里
を
統
括
し
て
い
る
可
能
性
は
薄
く⑩
、
現
在
残
存
し
て
い
る
1
類
の
諸
簡
だ
け
で

も
、
少
な
く
と
も
2
郷
あ
る
い
は
3
郷
の
名
籍
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ

れ
が
大
き
さ
の
そ
ろ
っ
た
簡
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
2
類
と

1
類
は
、
複
数
の
郷
の
報
告
を
県
で
と
り
ま
と
め
、
清
書
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、「
限
佃
」
人
戸
を
記
載
し
た
簡
冊
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
既
述
の
ご
と
く

記
載
の
書
式
は
走
馬
楼
呉
簡
に
み
え
る
他
の
名
籍
と
共
通
し
て
お
り
、
特
色
が
無
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
記
載
さ
れ
て
い
る
対
象
は
「
限
佃
」
人
戸
と
い
う
特
殊
な
戸
で

あ
っ
た
。
で
は
限
佃
と
は
何
か
。

第
二
章　

限
佃
に
つ
い
て

一
章
で
は
、「
竹
簡
貳
」
限
佃
人
戸
の
名
籍
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
限
佃
人
戸
と
記



九
七

長
沙
走
馬
楼
呉
簡
に
み
え
る
「
限
佃
」
名
籍
に
つ
い
て
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述
し
た
表
題
簡
や
集
計
簡
は
こ
れ
以
外
に
見
え
ず
、「
竹
簡
貳
」
を
以
て
限
佃
と
呼
ば

れ
る
人
々
が
一
定
数
存
在
す
る
こ
と
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
だ
が
、実
は「
限

佃
」
は
呉
簡
中
に
他
に
も
散
見
し
て
い
る
。
そ
の
最
も
著
名
な
例
が
、
長
沙
市
文
物

考
古
隊
・
長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所
一
九
九
九
「「
三
、
簡
牘
の
状
況
（
二
）
關
于
名

籍
内
容
的
簡
牘
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
例
9
、
図
版
4

1
）
木
牘
に
見
え
る
「
限

佃⑪
」
で
あ
る
。
こ
の
木
牘
は
、
廣
成
郷
勧
農
掾
が
同
郷
内
に
存
在
す
る
州
吏
の
父
兄

子
弟
に
つ
い
て
調
査
し
て
報
告
し
た
文
書
で
、州
吏
の
父
兄
子
弟
の
中
の
一
人
が「
限

佃
」
で
あ
る
。
王
素
二
〇
〇
九
が
述
べ
る
よ
う
に
、
限
佃
は
史
籍
に
未
見
で
あ
り
、

ま
た
当
該
二
字
に
つ
い
て
当
初
は
「
限
田
」
と
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
木
牘
中

に
お
け
る
そ
の
意
味
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。な
お
、王
素
二
〇
〇
九

は
、呉
簡
に
み
え
る
限
佃
に
は
戸
と
客
と
が
存
在
す
る
が
、客
に
つ
い
て
は
常
に
「
給

限
佃
客
」
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
早
く
か
ら
紹
介
さ
れ
重
視
さ
れ
て
き
た
資
料
に
見
え
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
一
文
の
限
佃
に
関
し
て
は
解
明
が
進
展
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ

で
も
蒋
福
亜
二
〇
〇
二
は
、
租
税
の
種
類
と
田
の
類
別
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
着

目
し
、
租
税
の
一
種
類
で
あ
る
「
限
米
」
と
の
関
連
で
限
田
に
つ
い
て
捉
え
る
方
途

を
開
き
、
後
の
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
た
。
蒋
福
亜
二
〇
〇
二
は
、
諸
吏
（
官
吏
）
は
国

有
の
土
地
を
耕
作
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
強
制
的
に
耕
作
さ
せ
ら
れ
る
土
地
を
限
田
と

い
い
、
納
入
す
る
地
租
を
限
米
・
米
限
と
い
う
と
述
べ
、
限
田
は
政
府
が
諸
吏
・
郵

卒
・
衛
士
な
ど
の
類
の
官
府
依
附
民
に
耕
作
を
強
制
す
る
土
地
で
あ
る
と
す
る
。
こ

の
説
の
一
つ
の
根
拠
は
、
州
中
倉
に
納
入
さ
れ
た
穀
物
の
内
訳
を
示
す
ｊ
22

二
四
九
九⑫
の
記
述
で
あ
る
。
ま
た
、『
三
国
志
』
呉
志
孫
休
傳
に
み
え
る
永
安
元
年

（
二
五
八
年
）
詔
か
ら
、
諸
吏
が
限
米
を
負
担
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

 

詔
し
て
曰
く
、
諸
吏
の
家
に
五
人
三
人
兼
重
し
て
役
を
爲
す
有
り
、
父
兄
都
に

在
り
、
子
弟
郡
県
の
吏
に
給
し
、
既
に
限
米
を
出
し
、
軍
出
づ
れ
ば
又
た
従
い
、

家
事
に
は
経
護
す
る
者
無
き
に
至
る
。
朕
甚
だ
之
を
愍
む
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
個
々
人
の
租
税
納
入
状
況
が
記
録
さ
れ
て
い
る
「
嘉
禾
吏
民

田
家

」
に
見
え
る
租
米
・
税
米
が
二
年
常
限
田
・
余
力
田
の
収
穫
か
ら
納
め
ら
れ

る
の
に
対
し
、
限
米
は
別
の
負
担
で
あ
り⑬
、
相
違
す
る
種
類
の
田
か
ら
の
収
穫
に
課

せ
ら
れ
、
吏
な
ど
特
殊
な
身
分
の
者
の
負
担
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
限
米
と
限

田
が
な
ぜ
結
び
つ
く
の
か
明
確
に
説
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
蒋
福
亜
の
説
は

限
米
に
つ
い
て
の
議
論
と
関
連
す
る
の
で
、
限
米
に
関
す
る
既
存
の
説
を
整
理
し
て

お
く
。
王
素
・
宋
少
華
・
羅
新
一
九
九
九
は
、
限
米
と
は
吏
・
兵
な
ど
の
国
家
正
戸

で
は
な
い
戸
が
納
め
る
米
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
限
米
非
正
戸
負
担

説
は
、
于
振
波
二
〇
〇
四
ｂ
に
よ
っ
て
、
限
米
は
屯
田
か
ら
徴
収
さ
れ
る
租
税
で
あ

る
と
い
う
説
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
劉
家
軍
二
〇
〇
五
は
、
屯
田
の
限
米
と

そ
の
他
の
限
米
と
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、「
私
学
」（
民
間
教
育
機
関
の
学
生
。
王
子
今
・

張
栄
強
二
〇
〇
六
参
照
）
ら
の
納
め
る
限
米
は
屯
田
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
、
屯
田

説
を
否
定
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
限
米
に
つ
い
て
は
、
そ
の
負
担
者
と
そ
れ
が
徴
収
さ
れ
る
田
土
の

種
類
の
二
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、
さ
ら
に
侯
旭
東
二
〇
〇
六
は
、
限
米
納
入

者
は
非
正
戸
民
で
は
な
く
大
男
・
男
子
で
あ
り
、
納
入
者
の
身
分
か
ら
限
米
の
性
質

を
認
識
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
指
摘
し
、
ま
た
屯
田
説
も
否
定
す
る
。
さ
ら
に
、
限

米
の
含
義
は
田
の
性
質
と
関
係
が
あ
り
、（
租
米
・
税
米
・
限
米
な
ど
）
納
入
す
る
異
な

る
名
目
の
米
は
、
異
な
る
類
型
あ
る
い
は
性
質
の
田
に
よ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証

し
、
田
家

に
も
見
え
る
租
米
と
税
米
の
区
別
は
田
家
が
耕
作
す
る
田
の
属
性
に
あ

り
、
税
田
を
耕
作
し
て
納
め
る
米
は
税
米
、
租
田
の
米
は
租
米
で
あ
り
、
限
田
と
限

米
に
つ
い
て
は
、
郵
卒
限
米
・
衛
士
限
米
・
佃
卒
限
米
が
郵
卒
田
・
衛
士
田
・
佃
卒

田
に
対
応
し
こ
れ
ら
三
種
類
の
田
の
収
穫
を
官
府
に
お
さ
め
る
の
が
限
米
と
す
る
。

侯
旭
東
は
限
米
を
徴
収
す
る
田
の
種
類
に
つ
い
て
明
解
な
回
答
を
出
し
て
い
な
い



九
八
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が
、
谷
口
建
速
二
〇
〇
八
は
、「
竹
簡
貳
」
七
六
〇
五
の
次
の
記
述
か
ら
、
限
田
と
限

米
の
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
ｚ
…
…
租
税
雜
限
田
百
廿
頃
卅
七
畝
二
百
ｚ

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
租
田
・
税
田
・
雑
田
・
限
田
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
谷
口

は
税
米
を
課
さ
れ
た
田
は
税
田
、
租
米
を
課
さ
れ
た
田
は
租
田
、
限
米
を
課
さ
れ
た

田
が
限
田
で
あ
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
当
該
の
身
分
職
役
の
者
に
課
さ
れ
た
も
の
が

限
米
で
あ
り
、
屯
田
に
関
わ
る
収
入
と
は
判
断
し
が
た
い
が
、
限
米
を
課
さ
れ
る
身

分
・
職
役
は
、
非
正
戸
な
ど
で
は
な
く
、
郷
里
の
名
籍
に
登
記
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

以
上
の
諸
説
を
総
括
す
れ
ば
、
限
米
と
は
田
家

に
見
え
る
二
年
常
限
田
な
ど
の

耕
作
地
と
は
区
別
さ
れ
る
田
（
限
田
）
か
ら
の
収
穫
に
つ
い
て
課
せ
ら
れ
、負
担
者
は

吏
・
郵
卒
・
衛
士
な
ど
特
定
の
職
役
に
つ
い
て
い
る
人
々
で
あ
り
、
あ
る
い
は
私
學

な
ど
の
特
定
の
身
分
の
人
々
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
国
家
の
名
籍
に
独
立
の
戸
と
し
て

登
録
さ
れ
て
い
る
正
戸
に
属
す
る
。
そ
し
て
、
谷
口
は
限
佃
と
は
限
田
耕
作
者
で
あ

る
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
次
の
よ
う
な
記
述
に
あ
る
。

　

●
其
四
戸
給
子
弟
佃
客
（「
竹
簡
貳
」
一
九
八
一
）

子
弟
佃
客
と
は
子
弟
の
田
（
＝
「
子
弟
限
米
」
を
課
さ
れ
る
「
子
弟
限
田
」）
の
耕
作
に
從

事
す
る
客
で
あ
り
、「
限
米
」
を
課
さ
れ
る
「
限
田
」
は
、負
担
者
の
み
な
ら
ず
、「
佃

客
」（
郷
・
里
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
）
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
、

谷
口
は
述
べ
る
。
前
掲
の
記
述
（「
竹
簡
貳
」
一
九
八
一
）
は
、子
弟
に
佃
客
を
給
す
る

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
佃
客
が
限
佃
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
直
接
証
明
は
し

な
い
が
、可
能
性
と
し
て
は
十
分
あ
り
得
る
。一
方
、既
述
の
ご
と
く
、王
素
二
〇
〇
九

は
、
呉
簡
に
み
え
る
限
佃
に
は
（
限
佃
）
人
戸
と
（
限
佃
）
客
と
が
存
在
す
る
の
で
あ

り
、
限
佃
客
に
つ
い
て
は
常
に
「
給
限
佃
客
」
と
し
て
現
れ
、
職
役
と
し
て
給
さ
れ

る
存
在
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
限
佃
客
と
限
佃
戸
が
同
一
か
否
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
、
1
章
で
挙
げ
た
限
佃
名
籍
の
集
計
簡
と
み
な
さ
れ
る
記
述
に
、

次
の
も
の
が
あ
る
。

　

 

□
集
凡
小
武
陵
西
二
郷
新
住
限
佃
﹇
客
﹈
卅
四
戸
口
食
卌
一
人
故
戸
中
□
（「
竹

簡
貳
」
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）

1
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
名
籍
の
作
成
単
位
は
郷
で
あ
る
が
、
こ
の
集
計
で
は
二

郷
の
「
新
住
限
佃
客
」
を
ま
と
め
て
集
計
す
る
。
こ
の
簡
は
限
佃
人
戸
中
の
新
た
に

郷
に
移
り
住
み
限
佃
と
な
っ
た
客
を
集
計
し
た
か
、
そ
れ
と
も
限
佃
人
戸
と
限
佃
客

は
同
一
な
の
か
、
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は
同
じ
機
会
に
作
成
さ
れ
た
名
籍

中
に
見
え
、
客
で
あ
っ
て
も
無
く
て
も
「
限
佃
」
と
し
て
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
限
佃
人
戸
・
限
佃
客
の
語
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
限
・
佃
・
客

に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
嘉
禾
吏
民
田
家

」
に
み
え
る
「
二
年

常
限
田
」
の
限
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
説
が
錯
綜
し
て
お
り⑭
、
ま
た
「
限
米
」
に
関
す
る

議
論
に
お
い
て
限
の
語
義
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い⑮
の
は
、
限
の
語
義

を
絞
り
込
む
こ
と
が
現
状
で
は
難
し
い
が
故
に
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

他
の
二
者
に
つ
い
て
は
一
定
の
認
識
が
可
能
で
あ
る
。
佃
は
、
本
来
「
田
」
と
通
用

し
て
用
い
ら
れ
る
（『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
二
十
年
『
經
典
釋
文
』
に
「
田
本
亦
作
佃
」。）

が
、
侯
旭
東
二
〇
〇
六
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
本
義
は
治
田
つ
ま
り
田
地
を
耕

作
す
る
こ
と
で
あ
る
。
呉
簡
中
の
佃
も
同
様
に
耕
作
す
る
こ
と
を
指
し
、
さ
ら
に
耕

作
に
從
事
す
る
者
に
つ
い
て
「
佃
」
字
を
用
い
て
い
る
。
一
方
、
常
限
田
・
限
田
な

ど
耕
作
地
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
に
は
「
田
」
を
用
い
る
の
で
あ
り
、
呉
簡
に
み
え

る
「
佃
」
と
「
田
」
の
間
に
は
使
い
分
け
が
存
在
す
る
。
次
の
例
で
は
、
佃
は
耕
作

す
る
行
為
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
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幾
畝
不
可
佃
（
佃
す
る
べ
か
ら
ず
）、
及
…
久
﹇
溏
﹈
波
田
當
□
悉
令
耕
、
列
□

（「
竹
簡
参
」
37

七
二
四
四
）

ま
た
、
耕
作
に
從
事
す
る
者
に
つ
き
「
佃
」
字
を
用
い
る
例
は
、「
佃
卒
」「
佃
吏
」

「
佃
帥
」
な
ど
豊
富
に
存
在
す
る
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
三
者
に
つ
い
て
は
、
蒋
福
亜

二
〇
〇
八
が
屯
田
で
の
耕
作
に
関
係
す
る
人
々
で
あ
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
屯
田

の
作
業
に
従
事
す
る
人
員
に
つ
い
て
は
、
蒋
福
亜
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
屯
田

司
馬
」「
屯
田
掾
」
を
は
じ
め
と
し
て
「
屯
田
民
」「
屯
田
兵
」
な
ど
「
屯
田
」
を
冠

す
る
例
が
あ
り
、「
佃
」
字
を
冠
す
る
人
々
と
の
関
連
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ

し
や
や
後
の
例
だ
が
、『
華
陽
國
志
』
后
賢
志
何
攀
傳
に
、
屯
田
兵
を
佃
兵
と
言
い
換

え
る
例
が
あ
り
、佃
字
を
冠
し
て
屯
田
の
人
々
を
指
す
可
能
性
は
有
る
。
ま
た
、「
佃
」

字
を
冠
し
呼
称
さ
れ
、
耕
作
に
從
事
す
る
者
の
例
と
し
て
は
、
谷
口
建
速
二
〇
〇
八

が
引
用
す
る
前
掲
「
子
弟
佃
客
」
の
例
が
存
在
し
、
谷
口
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
子

弟
の
田
を
耕
作
す
る
客
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
類
似
の
例
と
し
て
は「
子
弟
限
佃
」

が
存
在
す
る
（
其
三
□
□
□
子
弟
限
佃
限
□
「
竹
簡
貳
」
二
〇
五
四　

文
字
が
不
明
な
個
所

が
あ
り
解
釈
が
難
し
い
が
、子
弟
と
限
佃
の
間
に
「
及
」
な
ど
の
並
列
を
意
味
す
る
記
述
が
無

い
た
め
、子
弟
の
限
佃
と
考
え
ら
れ
る
。他
に「
□
士
限
佃
」も
あ
る
。「
竹
簡
貳
」二
一
二
五
））。

こ
れ
も
、
子
弟
の
何
ら
か
の
田
を
耕
作
す
る
職
役
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
屯

田
と
は
関
係
せ
ず
、
む
し
ろ
自
己
の
所
有
し
な
い
耕
作
地
を
耕
し
て
生
計
を
立
て
る

者
を
指
す
「
佃
客
」⑯
と
関
連
す
る
語
彙
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
走
馬
楼
呉
簡
に
み
え

る
「
佃
」
は
、
耕
作
者
と
り
わ
け
小
作
人
に
冠
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

次
に
客
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
唐
長
孺
一
九
八
一
に
よ
れ
ば
、
客
と
は
元
来
、
外

来
の
者
を
指
す
。
隷
属
す
る
者
を
指
す
事
例
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
漢
代

以
降
で
あ
る
。
草
野
靖
一
九
五
七
に
よ
れ
ば
、
主
家
の
家
族
以
外
の
外
来
者
と
い
う

点
で
債
務
労
働
者
・
雇
傭
労
働
者
は
客
と
呼
ば
れ
、
ま
た
別
に
身
体
を
主
家
の
駆
使

に
供
し
奴
職
・
僮
役
に
従
う
者
で
あ
る
点
に
お
い
て
奴
婢
・
僮
僕
と
呼
ば
れ
る
者
も

存
在
し
、
当
時
の
事
例
に
よ
れ
ば
奴
僕
・
客
が
必
ず
し
も
厳
密
に
区
別
さ
れ
ず
に
通

称
し
て
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
魏
の
屯
田
に
て
耕
作
す
る
者
を
「
屯
田
客
」
と
称
し

た
の
は
、
当
時
小
作
を
田
客
・
佃
客
と
呼
称
し
た
た
め
と
さ
れ
る
が
（
注
⑯
参
照
）、

租
牛
客
・
佃
客
・
浮
客⑰
な
ど
、
魏
晋
南
北
朝
期
に
お
い
て
、
小
作
人
は
客
と
呼
ば
れ

た
。一

方
、
走
馬
楼
呉
簡
に
お
い
て
、
某
客
に
は
ど
の
よ
う
な
種
類
が
存
在
す
る
か
。

最
も
多
数
見
え
る
の
は
「
吏
帥
客
」
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
者
を
指
す
の
か
に
つ
い

て
は
意
見
が
分
か
れ
る⑱
。
さ
ら
に
、「
僮
客
」（「
竹
簡
貳
」
三
四
五
四
。
ま
た
「
竹
簡
参
」

に
複
数
見
え
る
）・
食
客
（「
竹
簡
壹
」
13

七
七
五
四
）・「
常
限
客
」（
思
子
男
伸
年
六
十

常
限
客
「
竹
簡
壹
」
13

八
三
九
六
）・「
衣
食
客
」（
衣
食
客
成
年
十
五
刑
右
足　
「
竹
簡
貳
」

一
八
四
二　

名
籍
中
に
他
の
成
員
と
の
続
柄
を
示
す
語
と
し
て
見
え
る
た
め
、他
姓
の
戸
内
に

依
附
す
る
者
で
あ
る
）⑲
。
ま
た
、
勲
功
あ
る
者
に
対
し
て
客
の
所
有
を
認
め
、
そ
の
国

家
負
担
を
免
除
す
る
「
復
客
」
が
見
え
る⑳
。
こ
の
よ
う
に
、
民
間
に
お
け
る
富
家
の

客
と
推
測
さ
れ
る
者
の
名
称
は
雑
多
で
あ
る
。
し
か
し
、
客
に
は
こ
の
よ
う
な
私
家

の
客
の
み
な
ら
ず
、
国
家
の
客
で
あ
る
者
が
見
え
、
た
と
え
ば
「
大
常
客
（
太
常
客
）」

（
其
一
人
大
常
客
不
應
發
遣
「
竹
簡
参
」
39

八
三
九
九
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
長
沙
に
は
孫

策
の
廟
（
桓
王
廟
）
が
建
立
さ
れ㉑
、そ
の
管
理
の
た
め
に
国
家
祭
祀
を
管
掌
す
る
太
常

の
官
吏
が
駐
在
し
て
お
り
、
こ
の
客
も
太
常
の
職
務
の
た
め
に
使
役
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
客
に
は
、
国
家
に
使
役
さ
れ
る
客
と
個
人
に
依
附
す
る
客
と
が
存

在
し
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
他
者
に
使
役
さ
れ
生
計
を
た
て
る
存
在
で
あ
る
と
推
測
さ

れ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
呉
簡
に
み
え
る
佃
は
耕
作
す
る
者
の
呼
称
に
冠
せ
ら
れ
、
客

は
国
家
の
機
関
か
あ
る
い
は
私
家
に
使
役
さ
れ
る
者
で
あ
り
、
ま
た
典
籍
資
料
の
例

か
ら
は
ど
ち
ら
も
小
作
人
を
呼
称
す
る
例
が
見
え
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
佃
に
は
耕
作
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
呉
簡
に
も
そ
の
よ
う
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な
例
が
見
え
る
が
、
前
掲
一
章
で
挙
げ
た
南
郷
の
例
（
二
戸
六
人
）
の
ご
と
く
、
限
佃

人
戸
は
一
郷
あ
た
り
非
常
に
少
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
耕
作
す
る
一
般
の
人
々
を
限

佃
人
戸
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、客
と
連
称
さ
れ
る
例
か
ら
も
、

人
に
使
役
さ
れ
る
小
作
人
に
特
化
し
た
意
味
と
す
べ
き
で
あ
り
、
限
佃
人
戸
・
限
佃

客
は
他
者
の
土
地
を
耕
す
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
限
佃
を
冠
す
る
限
米

は
い
ま
の
と
こ
ろ
存
在
が
確
認
で
き
ず
、
限
米
を
納
入
す
る
主
体
と
は
な
ら
な
い
こ

と
か
ら
も
、
自
前
の
土
地
を
持
た
な
い
人
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
僮
客
な
ど
の

使
役
さ
れ
る
客
と
は
、
お
お
む
ね
人
に
依
頼
し
従
属
す
る
身
で
あ
り
、
貧
窮
な
者
が

そ
れ
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
限
佃
人
戸
も
、
土
地
無
く
（
公
田
か
私
田
か
は
不
明
だ
が
）

他
者
の
土
地
を
耕
作
し
て
収
入
を
得
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
々
で
あ
ろ

う
。ま

た
、
限
佃
人
戸
は
、
子
弟
な
ど
の
田
を
耕
作
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、「
衣
食
客
」

の
ご
と
く
全
く
個
人
に
依
附
す
る
存
在
と
は
考
え
難
い
。
谷
口
建
速
二
〇
〇
八
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、「
給
限
佃
客
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
限
佃
客
は
国
家
に
よ
っ
て

「
給
」
さ
れ
る
、
つ
ま
り
派
遣
さ
れ
る
職
役
の
一
種
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

限
佃
と
そ
の
耕
す
田
の
間
に
は
国
家
が
介
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。あ
る
い
は
、

魏
晋
期
に
は
国
家
が
地
主
と
小
作
者
の
間
を
媒
介
す
る
例
が
見
え
、
た
と
え
ば
曹
魏

の
租
牛
客
は
、
国
家
が
客
を
給
し
た
と
さ
れ
（
魏
氏
公
卿
已
下
に
租
牛
客
戸
を
給
し
、
數

各
の
差
有
り
。『
晉
書
』
外
戚
傳
王
恂
傳
）㉒
、
こ
の
よ
う
な
例
と
関
連
し
て
い
る
可
能
性

も
存
在
す
る
。

三
、
限
佃
の
戸
の
特
色

こ
の
よ
う
に
、
限
佃
人
戸
・
客
と
は
、（
公
田
か
私
田
か
は
不
明
だ
が
）
自
己
の
所
有

し
な
い
田
を
耕
作
す
る
者
で
あ
り
、
そ
の
存
在
の
様
態
は
い
わ
ゆ
る
佃
戸
（
小
作
人
）

と
似
て
お
り
、
か
つ
国
家
が
名
籍
に
よ
っ
て
そ
れ
を
戸
単
位
で
把
握
し
て
い
る
の
だ

が
、
彼
ら
の
戸
の
家
族
構
成
に
は
特
色
が
あ
る
。
第
一
章
で
引
用
し
た
が
、
南
郷
の

戸
口
数
集
計
簡
、
お
よ
び
小
武
陵
郷
と
西
郷
の
「
新
住
」
限
佃
客
集
計
簡
を
再
び
参

照
す
る
。

　

 

□
集
凡
小
武
陵
西
二
郷
新
住
限
佃
﹇
客
﹈
卅
四
戸
口
食
卌
一
人
故
戸
中
□

 

（「
竹
簡
貳
」
三
五
）

　

□
□
南
郷
領
限
佃
戸
二
戸
口
食
六
人
故
戸 

（「
竹
簡
貳
」
四
二
七
）

南
郷
一
郷
に
住
む
限
佃
戸
が
わ
ず
か
二
戸
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
が
、
兩
簡
の

記
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
事
は
、
限
佃
戸
一
戸
あ
た
り
の
口
数
が
非
常
に
少
な
い
こ

と
で
あ
る
。
南
郷
の
限
佃
戸
の
場
合
は
一
戸
あ
た
り
三
人
、
小
武
陵
郷
と
西
郷
の
新

住
限
佃
客
の
場
合
は
、
一
戸
あ
た
り
平
均
口
数
が
わ
ず
か
1
・
2
人
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
特
色
は
戸
集
計
簡
に
も
現
れ
て
お
り
、「
口
食
六
人
」（「
竹
簡
貳
」

六
五
）「
口
食
五
人
」（「
竹
簡
貳
」
六
六
）
を
例
外
と
し
て
、
口
数
が
明
か
な
38
例
の

内
、
一
戸
あ
た
り
口
数
が
二
人
ま
で
の
戸
は
31
例
に
の
ぼ
る
。

こ
れ
は
、
呉
簡
に
み
え
る
一
戸
あ
た
り
口
数
を
あ
ら
わ
す
他
の
事
例
と
比
較
す
れ

ば
、
非
常
に
少
な
い
。
于
振
波
二
〇
〇
四
ｃ
は
、「
竹
簡
壹
」
に
み
え
る
戸
単
位
集
計

簡
か
ら
一
戸
あ
た
り
平
均
口
数
を
割
り
出
し
、４
・
８
０
と
い
う
数
字
を
得
た
。
さ
ら

に
、「
竹
簡
壹
」
か
ら
「
竹
簡
参
」
に
み
え
る
郷
や
里
ご
と
に
戸
口
数
を
集
計
し
た
簡

を
参
照
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
る
。

　
 

●
右
高
遷
里
領
吏
民
卅
八
戸
口
食
一
百
八
十
人
（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
二
二
九
）

一
戸
あ
た
り
４
・７
３
人

　

 

□
遷
里
領
吏
民
二
百
五
十
五
戸
口
一
千
一
百
一
十
三
人
收
□
□
口
筭
錢
合
六
萬

二
千
一
百
一
十
八
錢　
（「
竹
簡
壹
」
14

九
四
〇
七
）
４
・
３
６
人
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●
右
吉
陽
里
領
吏
民
卅
六
戸
口
食
一
百
七
十
三
人
（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
三
九
七
）

４
・
８
０
人

　

 

●
集
凡
樂
郷
領
嘉
禾
四
年
吏
民
合
一
百
七
十
三
戸
口
食
七
百
九
十
五
人　
（「
竹

簡
壹
」
13

八
四
八
二
）
４
・５
９
人

　

 

右
石
門
里
領
吏
﹇
民
﹈
十
一
﹇
戸
﹈
口
食
卌
五
人
（「
竹
簡
参
」
35

六
〇
七
三
）

４
・
０
９
人

　

 

右
高
遷
里
□
□
□
領
吏
民
五
十
戸
…
…
口
食
二
百
五
十
七
人
（「
竹
簡
参
」
33

四
四
六
〇
）
５
・
１
４
人

こ
れ
ら
の
集
計
簡
に
基
づ
い
て
一
戸
あ
た
り
平
均
口
数
を
計
算
す
る
と
、
少
な
い
例

で
平
均
4
・
36
人
、
多
い
場
合
は
5
・
14
人
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

平
均
す
れ
ば
ほ
ぼ
4
・
8
と
い
う
数
字
に
近
づ
く
の
で
あ
り
、
全
体
的
な
傾
向
と
し

て
ほ
ぼ
5
人
程
度
が
標
準
的
な
一
戸
あ
た
り
口
数
で
あ
る
と
し
て
よ
い
。

し
か
し
、
限
佃
戸
の
口
数
は
、
こ
れ
に
比
べ
て
非
常
に
少
な
い
。
ま
た
、
少
な
い

口
数
の
戸
を
構
成
す
る
人
員
に
も
、
偏
り
が
存
在
す
る
。
口
数
二
人
ま
で
の
家
族
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
中
で
、
そ
の
二
人
は
大
多
数
が
夫
婦
か
ら
な
る
。
表
1
に
挙
げ
た

限
佃
人
戸
諸
簡
の
戸
人
簡
を
参
照
す
る
と
、
戸
人
単
身
家
族
の
戸
以
外
は
、
す
べ
て

戸
人
と
戸
人
の
妻
と
が
連
記
さ
れ
て
お
り
、
子
や
兄
弟
や
父
母
な
ど
妻
以
外
の
人
員

が
連
記
さ
れ
て
い
る
例
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
単
身
者
以
外
の
戸
は
、
大
多
数

が
夫
婦
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
世
帯
の
口
数
の
少
な
さ
と
、
家
族
構
成
の
偏
り
は
、
何
に
起
因
す
る
の
か
。

大
家
族
が
普
遍
的
に
存
在
し
た
の
か
あ
る
い
は
小
家
族
が
一
般
的
だ
っ
た
の
か
、
当

時
の
標
準
的
な
家
族
構
成
は
何
で
あ
る
か
等
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
い
て
漢
代
の
三

族
制
家
族
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
で
検
討
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る

（
守
屋
美
都
雄
一
九
六
二
参
照
）。
こ
の
論
争
が
収
束
し
た
後
、
当
時
の
一
家
族
あ
た
り

の
平
均
口
数
は
少
い
こ
と
が
認
知
さ
れ
つ
つ
、
む
し
ろ
漢
代
に
大
家
族
を
称
揚
す
る

倫
理
が
生
ま
れ
、
一
部
に
大
家
族
化
傾
向
が
生
じ
る
こ
と
に
研
究
の
重
心
が
移
っ
て

い
く
。
守
屋
美
都
雄
一
九
六
〇
の
言
の
ご
と
く
、
漢
代
に
お
い
て
は
次
第
に
家
族
の

聚
合
を
理
想
と
す
る
意
識
が
高
ま
り
、
そ
の
結
果
、
よ
り
多
く
の
親
族
が
同
居
し
共

財
す
る
こ
と
が
倫
理
的
価
値
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
当
時
の
状
況
と

し
て
、
夫
婦
と
そ
の
子
か
ら
な
る
核
家
族
が
多
く
存
在
す
る
一
方
で
、
父
母
と
其
の

息
子
夫
婦
が
同
居
す
る
形
態
（
三
族
制
家
族
）
に
代
表
さ
れ
る
複
合
大
家
族
も
こ
れ
と

併
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
つ
ま
り
そ
の
平
均
的
標
準
的
な
家
族
構
成
を
一
つ
に
く
く

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
夫
婦
と
子
か
ら
な
る
核
家
族

の
例
に
は
、
著
名
な
陸
賈
の
例
が
あ
る
。
陸
賈
は
五
人
の
息
子
に
財
産
を
分
割
し
、

自
ら
は
一
人
の
息
子
の
家
に
十
日
間
滞
在
す
れ
ば
次
に
他
の
者
の
所
へ
向
か
う
と
い

う
よ
う
に
、
五
人
の
息
子
の
間
を
回
っ
て
生
活
し
た
（『
史
記
』
酈
生
陸
賈
列
伝
）。
陸

賈
の
息
子
た
ち
の
家
族
は
、
夫
婦
を
中
心
と
す
る
核
家
族
で
あ
る
。
一
方
、
当
時
称

揚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
家
族
の
例
と
し
て
は
、
前
漢
末
樊
重
の
例
が
挙
げ
ら
れ

る
。
樊
重
の
家
族
は
三
世
代
に
わ
た
っ
て
分
家
せ
ず
、
厳
し
い
規
律
に
よ
っ
て
成
員

間
の
秩
序
を
維
持
し
、
奴
隷
を
使
役
し
て
財
を
成
し
た
（（
樊
）
重 

字
は
君
雲
、
家
世

よ
温
厚
、
三
世
財
を
分
か
た
ず
。
重
は
居
家
に
法
有
り
、
子
孫
進
見
す
る
こ
と
吏
の
如
し
。
其

の
家
を
治
む
る
に
、
僮
僕
に
遊
手
無
く
、
身
自
ら
隠
親
し
、
故
に
能
く
其
の
財
を
殖
や
し
、
田

は
三
百
頃
に
至
り
、
資
は
巨
萬
に
至
る
。（『
後
漢
紀
』
建
武
18
年
）。

前
掲
樊
重
の
家
の
場
合
、
所
謂
三
族
制
家
族
よ
り
も
は
る
か
に
大
家
族
で
あ
り
、

守
屋
の
想
定
し
た
よ
う
に
多
彩
な
家
族
構
成
の
世
帯
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
る

が
、
そ
れ
は
走
馬
楼
呉
簡
の
名
籍
に
み
え
る
家
族
か
ら
も
窺
い
得
る
。
ま
ず
、
典
型

的
な
核
家
族
の
例
を
挙
げ
る
。



一
〇
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吉
陽
里
戸
人
公
乘
孫
潘
年
卅
五
筭
一
（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
三
八
一
）

潘
妻
大
女
蔦
年
十
九
筭
一
（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
三
八
二
）

潘
子
女
□
年
五
歳
（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
三
七
九
）

凡
口
三
事
二　

筭
二
事　

　

五　

十
（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
三
八
〇
）㉓

ま
た
、
三
族
制
家
族
を
彷
彿
さ
せ
る
、
父
夫
婦
と
息
子
夫
婦
が
同
居
す
る
例
が
見
え

る
。

　

郡
卒
潘
嚢
年
廿
三
（「
竹
簡
貳
」
一
七
〇
八
）

　

 

嚢
妻
大
女
初
年
廿
六　
　

嚢
父
公
乘
尋
年
六
十
一
苦
虐
(?)
病

 

（「
竹
簡
貳
」
一
六
九
六
）

　

尋
妻
大
女
司
年
卌
四
踵(

腫)

右
足　
　

嚢
男
弟
公
乘
祀
年
十
一

 
（「
竹
簡
貳
」
一
六
九
四
）

　

●
右
嚢
家
口
食
八
人
（「
竹
簡
貳
」
一
六
九
七
）

さ
ら
に
、
町
田
隆
吉
二
〇
〇
七
は
、
戸
人
と
そ
の
寡
婦
で
あ
る
兄
嫁
が
同
居
し
て
い

る
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　

東
陽
里
戸
人
公
乘
□
贊
年
廿
一
筭
一
給
縣
卒 

（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
三
〇
八
）

　

贊
男
弟
□
年
十
九
筭
一 

（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
二
七
三
）

　

贊
寡
｛
女
更
｝
大
女
｛
目
几
｝
年
廿
二
筭
一 

（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
二
七
九
）

　
｛
目
几
｝
子
男
設
年
五
歳 

（「
竹
簡
壹
」
14

一
〇
二
七
四
）

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
家
族
構
成
の
家
庭
が
当
時
の
長
沙
郡
臨
湘
國
に
存
在
し
た

こ
と
が
明
ら
か
だ
が㉔
、
限
佃
戸
の
よ
う
な
夫
婦
の
戸
と
、
よ
り
複
雑
な
大
家
族
と
の
、

口
数
や
家
族
構
成
の
相
違
は
何
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
か
。
こ
う
し
た
差
異
が
生
じ
る

一
因
と
し
て
は
貧
富
の
差
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
経
済
的
条
件
と
家
族
の
規
模

と
は
関
連
し
、
富
裕
で
あ
れ
ば
大
家
族
を
形
成
す
る
こ
と
が
容
易
だ
が
貧
困
で
あ
れ

ば
困
難
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
渡
辺
信
一
郎
一
九
七
四
は
、「
三
世
同
居
を
実
現

し
て
い
た
博
陵
の
崔
氏
が
連
年
の
飢
饉
と
い
う
危
急
の
際
に
な
っ
て
始
め
て
家
の
分

割
を
行
っ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
累
世
同
居
形
態
は
、
経
済
上
富
裕
で
あ
り
、
し
か
も

情
礼
に
厚
い
倫
理
的
生
活
を
旨
と
す
る
家
族
に
の
み
見
ら
れ
る
特
殊
現
象
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
」
と
述
べ
、
富
裕
で
あ
る
こ
と
が
、
大
家
族
を
形
成
し
維
持
す
る
基

礎
的
条
件
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
確
か
に
、
後
漢
時
に
お
い
て
も
、
貧

困
を
起
因
と
し
て
別
居
話
が
持
ち
上
が
る
大
家
族
の
例
は
存
在
す
る
。

　

 

李
充
字
大
遜
、
陳
留
の
人
な
り
。
家
貧
し
、
兄
弟
六
人
食
を
同
じ
く
し
衣
を
逓

い
に
す
。
妻
窃
か
に
充
に
謂
い
て
曰
く
、
今
貧
居
か
く
の
如
し
、
以
て
久
し
く

安
ん
ず
る
こ
と
難
し
、
妾
に
私
財
有
り
、
願
わ
く
は
分
異
せ
ん
こ
と
を
思
え
、

と
。（『
後
漢
書
』
獨
行
列
伝　

李
充
伝
）

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
兄
弟
夫
婦
が
同
居
し
て
い
た
李
充
の
家
は
、
外
出
時
の
服
に

も
事
欠
く
ほ
ど
貧
し
く
、
自
ら
の
私
財
を
元
手
に
夫
婦
の
生
活
を
立
て
直
そ
う
と
、

妻
が
分
家
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
仁
井
田
陞
一
九
五
二
は
、
同
居
同
財
に
は
家
族

員
の
協
同
の
た
め
多
く
の
労
力
を
得
ら
れ
収
益
は
多
く
、
消
費
も
節
減
で
き
る
な
ど

の
利
点
が
あ
り㉕
、
家
族
の
細
分
は
家
産
の
細
分
で
あ
り
農
家
経
営
の
困
難
を
来
す
お

そ
れ
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
貧
困
者
に
と
っ
て
は
同
居
の
意
味
が
な
い
場
合
が
多
く
、

貧
困
も
家
庭
分
裂
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
あ
る
程
度
の
資
産
を
有
す

る
家
族
に
と
っ
て
分
裂
は
経
済
的
に
不
利
だ
が
、
分
家
と
家
産
分
割
に
よ
っ
て
細
分

化
さ
れ
る
資
産
す
ら
無
い
家
に
は
、
分
裂
の
も
た
ら
す
不
利
益
は
無
く
、
ま
た
極
端

な
貧
困
家
庭
に
は
分
家
以
外
に
生
き
る
道
が
無
い
場
合
が
あ
る
。
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そ
し
て
日
々
の
生
活
の
困
窮
か
ら
、
当
時
の
農
民
た
ち
は
土
地
を
処
分
し
、
一
片

の
土
地
す
ら
持
た
な
い
境
涯
に
陥
っ
た
こ
と
は
、
早
く
も
前
漢
前
半
に
お
け
る
晁
錯

の
言
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　

 

今
農
夫
五
口
の
家
、
其
の
役
に
服
す
る
者
二
人
を
下
ら
ず
、
其
の
能
く
耕
す
者

も
百
畮
に
過
ぎ
ず
、
百
畮
の
収
百
石
に
過
ぎ
ず
。
春
は
耕
し
夏
は
耘
り
、
秋
は

穫
り
冬
は
臧
し
、
薪
樵
を
伐
り
、
官
府
を
治
め
、
繇
役
を
給
す
。
春
は
風
塵
を

避
く
る
こ
と
を
得
ず
、
夏
は
暑
熱
を
避
く
る
こ
と
を
得
ず
、
秋
は
陰
雨
を
避
く

る
こ
と
を
得
ず
、
冬
は
寒
凍
を
避
く
る
こ
と
を
得
ず
、
四
時
の
間
日
と
し
て
休

息
す
る
こ
と
な
し
。
又
私
に
自
ら
往
く
を
送
り
來
る
を
迎
え
、
死
を
弔
い
疾
を

問
い
、
孤
を
養
い
幼
を
長
ず
る
こ
と
其
の
中
に
在
り
。
勤
苦
此
の
如
し
、
尚
お

復
た
水
旱
の
災
を
被
り
、
急
政
暴
賦
、
賦
斂
時
な
ら
ず
、
朝
に
令
し
て
暮
に
改

む
。
當
に
具
有
す
る
者
半
賈
に
し
て
賣
り
、
亡
き
者
は
倍
稱
の
息
を
取
ら
る
、

是
に
於
い
て
田
宅
を
賣
り
子
孫
を
鬻
ぎ
て
以
て
責
を
償
う
者
有
り
。（『
漢
書
』食

貨
志
上　

文
帝
時

錯
の
上
奏
）

農
夫
五
人
の
家
が
い
か
な
る
家
族
構
成
で
あ
る
か
は
具
体
的
に
は
不
明
だ
が
、「
養
孤

長
幼
」「
子
孫
を
ひ
さ
ぐ
」
な
ど
の
言
か
ら
、核
家
族
の
み
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
晁
錯
の
言
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
農
夫
の
家
族

は
一
年
中
休
み
な
し
に
働
い
て
も
ぎ
り
ぎ
り
の
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
そ
の
う
え
に

災
害
や
臨
時
の
税
の
と
り
た
て
な
ど
あ
れ
ば
、
自
ら
の
財
を
売
り
払
う
し
か
な
く
、

財
す
ら
な
い
も
の
は
高
い
利
息
で
の
融
資
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の

負
債
を
返
せ
な
く
な
っ
て
田
宅
を
売
却
し
、
は
て
は
子
孫
を
売
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
土
地
と
子
孫
の
売
却
は
、
貧
し
い
農
民
が
収
入
の
不
足
を
補
う
最
後
の
手
段
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
董
仲
舒
が
述
べ
た
「
富
め
る
者
の
田
は
仟
伯
に
連
な

り
、貧
し
き
者
は
立
錐
の
地
亡
し
」（『
漢
書
』
食
貨
志
上
）
と
い
う
状
況
が
到
来
す
る
。

後
漢
代
に
入
る
と
、
土
地
所
有
は
よ
り
一
層
集
中
化
し
、
巨
大
な
荘
園
が
増
加
し
、

前
掲
の
樊
氏
の
ご
と
き
大
量
の
農
業
労
働
力
を
使
役
し
て
三
百
頃
も
の
土
地
を
経
営

す
る
大
地
主
が
出
現
す
る
（
宇
都
宮
清
吉
一
九
五
三
参
照
）。
少
数
の
富
家
へ
の
土
地
の

集
中
は
、
多
く
の
耕
作
地
を
持
た
な
い
農
民
を
生
み
出
し
た
。

限
佃
の
名
籍
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
土
地
を
持
た
な
い
人
々
の
家

族
の
状
況
で
あ
り
、
彼
ら
が
し
ば
し
ば
夫
婦
の
み
で
あ
る
の
は
、
夫
婦
単
位
に
分
裂

し
た
の
ち
、
貧
窮
の
あ
ま
り
晁
錯
の
上
奏
の
ご
と
く
子
ど
も
を
売
り
、
あ
る
い
は
子

ど
も
を
養
育
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
為
で
あ
る㉖
。
夫
婦
二
人
だ
け
に
ま
で
家
族
成
員

を
そ
ぎ
落
と
し
た
の
ち
、
他
者
の
土
地
を
耕
し
て
生
計
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
分
家

し
て
自
前
の
土
地
を
持
た
な
い
夫
婦
が
、自
ら
の
所
有
す
る
所
で
は
な
い
田
（
こ
こ
に

挙
げ
た
例
の
場
合
は
公
田
）
に
て
農
耕
に
從
事
す
る
例
は
、
後
漢
末
應
劭
の
『
風
俗
通

義
』
に
見
え
る
。

　

 

汝
南
の
戴
幼
起
、
三
年
の
服
竟
わ
り
、
財
を
讓
り
て
兄
に
與
え
、
妻
子
を
將
い

て
出
で
、
客
舍
中
に
住
み
、
官
の
池
田
以
て
耕
種
す
。（『
風
俗
通
義
』
過
誉
篇　

呉
樹
平
一
九
八
〇
参
照
）

そ
し
て
、
限
佃
人
戸
ら
の
中
に
は
、
生
計
を
立
て
る
手
段
を
求
め
て
も
と
居
た
場
所

を
離
れ
、
新
た
に
臨
湘
県
内
の
某
郷
へ
と
移
住
し
た
者
も
存
在
す
る
（
新
住
限
佃
客
）。

限
佃
の
戸
に
夫
婦
二
人
ま
で
の
世
帯
が
多
い
の
は
、
土
地
が
無
く
貧
窮
し
て
い
る
彼

ら
に
そ
れ
以
上
の
人
数
を
扶
養
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
名
籍
資
料
は
、
大
家
族
が
存
在
す
る
一
方
で
、
家
族
規
模
の
小
さ
い
家
族
も
多
く

存
在
す
る
理
由
の
一
つ
は
、経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
既
存
の
説
明
を
、

あ
る
程
度
補
強
す
る
根
拠
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
当
該
名
籍
か
ら
読
み
と
れ
る
当
時
の
家
庭
の
状
況
と
し
て
注
目
さ
れ
る

こ
と
は
、
多
数
の
家
が
夫
婦
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
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李
充
の
例
に
よ
れ
ば
家
が
分
裂
す
る
際
に
夫
婦
を
単
位
と
し
て
分
裂
す
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
り
、
ま
た
漢
初
の
律
令
に
反
映
さ
れ
て
い
る
戸
は
、
夫
婦
を
分
家
不
可
能

な
最
少
の
単
位
と
す
る
（
鷲
尾
祐
子
二
〇
〇
九
第
二
章
参
照
）。
当
時
の
家
族
は
、
夫
婦

（
と
そ
の
未
婚
の
子
）
を
一
単
位
と
し
て
、
複
数
の
夫
婦
単
位
の
分
裂
と
結
合
に
よ
っ

て
規
模
が
縮
小
・
拡
大
し
た
。

夫
婦
は
、
も
ち
ろ
ん
婚
姻
儀
礼
に
よ
る
男
女
の
結
合
で
は
じ
ま
る
が
、
一
夫
一
婦

の
結
合
を
以
て
家
族
の
発
生
と
す
る
説
は
、
漢
代
以
前
か
ら
存
在
し
た
。
室
は
本
来

居
住
す
る
家
を
指
し
（
室
猶
お
居
の
ご
と
し
。『
詩
經
』
國
風
・
唐
風
毛
傳
）、
そ
こ
に
住

ま
う
家
族
を
指
す
が
、
妻
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。

　

 

人
生
ま
れ
て
十
年
を
幼
と
曰
い
、
學
ぶ
。
二
十
を
弱
と
曰
い
、
冠
す
。
三
十
を

壯
と
曰
い
、
室
有
り
。（
鄭
玄
注
。
室
有
る
は
、
妻
有
る
な
り
。
妻
を
室
と
称
す
。）

『
禮
記
』
曲
禮

妻
を
娶
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
庭
が
成
る
た
め
、妻
を
室
と
称
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

『
易
經
』
序
卦
傳
は
そ
れ
を
よ
り
明
瞭
に
述
べ
る
。

　

 

天
地
有
り
て
然
る
後
に
萬
物
有
り
。
萬
物
有
り
て
然
る
後
に
男
女
有
り
。
男
女

有
り
て
然
る
後
に
夫
婦
有
り
。
夫
婦
有
り
て
然
る
後
に
父
子
有
り
。

婚
姻
関
係
を
結
び
夫
婦
の
関
係
を
開
始
す
る
こ
と
か
ら
、
家
族
は
発
生
す
る
。
漢
代

に
も
こ
の
よ
う
な
婚
姻
を
家
族
の
始
ま
り
と
す
る
言
説
は
継
続
す
る
。

　

 

庶
人
の
匹
夫
と
稱
す
る
は
、
匹
は
偶
な
り
、
其
の
妻
と
偶
を
爲
す
、
陰
陽
相
い
成

す
の
義
な
り
、
一
夫
一
婦
一
室
を
成
す
。（『
白
虎
通
』
爵
篇
）

こ
の
記
述
で
は
、
夫
婦
一
対
で
一
室
を
な
す
こ
と
か
ら
夫
を
匹
夫
と
呼
ぶ
の
で
あ
る

と
述
べ
る
が
、
匹
も
偶
も
つ
れ
あ
い
を
意
味
し
、
一
対
で
一
組
を
な
す
も
の
の
一
方

を
言
い
、
こ
の
匹
夫
と
も
称
す
る
庶
人
は
夫
婦
一
対
の
う
ち
の
夫
で
あ
る
こ
と
を
前

提
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夫
婦
が
室
の
単
位
で
あ
り
、
ま
た
成
人
男
子
は

結
婚
し
て
い
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
記
述
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
夫
婦
を
家
庭
の
構
成
単
位
と
す
る
説
は
、
夫
婦
が
耕
作
の
単
位
で
あ

る
こ
と
と
も
関
連
す
る
。
渡
辺
信
一
郎
一
九
七
八
は
、
農
業
生
産
に
つ
い
て
、
そ
の

労
働
の
組
織
的
形
態
を
耕
起
過
程
を
中
心
に
考
察
し
、
耕
作
は
二
人
一
組
で
行
わ
れ

た
が
（
耦
耕
）、
漢
代
で
は
個
別
家
族
中
の
成
人
労
働
者
―
恐
ら
く
は
一
夫
一
婦
―
二

人
に
よ
っ
て
耦
が
編
成
さ
れ
て
お
り
、
農
業
経
営
は
組
織
的
側
面
か
ら
み
て
二
人
の

成
人
労
働
力
―
一
夫
一
婦
を
中
核
と
す
る
数
名
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
小

規
模
生
産
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
夫
婦
一
組
が
農
業
生
産
労
働
の
基
層
組
織
で

も
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
例
に
は
、
渡
辺
も
挙
げ
て
い
る
『
氾
勝
之
書
』・
区
田
法
の
例

が
あ
る
。

　

丁
男
長
女
十
畝
を
治
め
、
十
畝
千
石
を
収
す
。（『
齊
民
要
術
』
巻
三
種
穀
）

夫
婦
が
生
産
の
基
層
単
位
で
あ
っ
た
た
め
、
漢
代
に
お
け
る
民
へ
の
耕
作
地
の
支
給

を
謳
う
言
説
に
お
い
て
は
、
田
を
授
給
す
る
対
象
は
一
夫
一
婦
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

た
。

　
 

是
の
故
に
聖
人
井
田
の
法
を
制
し
、
而
し
て
之
を
口
分
し
、
一
夫
一
婦　

田
百

畝
を
受
け
、
以
て
父
母
妻
子
を
養
い
、
五
口
を
一
家
と
爲
し
、
公
田
十
畝
、
即

ち
所
謂
什
一
に
し
て
税
す
る
な
り
。（
何
休
『
春
秋
公
羊
伝
解
詁
』
宣
公
十
五
年
）

　

 

古
者
、
廬
井
を
設
け
し
八
家
、
一
夫
一
婦
田
百
畝
、
什
一
に
し
て
税
す
れ
ば
、
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則
ち
國
給
し
民
富
み
て
頌
聲
作
る
。（『
漢
書
』
王
莽
傳
中　

始
建
國
元
年
四
月
）

一
方
、
夫
や
妻
の
い
な
い
者
は
鰥
寡
と
呼
ば
れ
、
他
者
か
ら
の
扶
助
を
必
要
と
す
る

人
々
と
さ
れ
た
が㉗
、
そ
れ
は
夫
婦
が
生
計
の
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
農
業
生
産
の
基

層
組
織
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
二
人
で
一
組
で
あ
る
こ
と
が
農
業

生
産
に
必
須
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
兄
弟
や
父
子
で
は
な
く
、
夫
婦
で
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
夫
婦
を
基
層
組
織
と
す
る
と
い
う
説
が
強
く
支

持
さ
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
未
来
の
生
産
を
担
う
次
世
代
の
労
働
力
の
養
育

を
、
彼
ら
に
期
待
す
る
為
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
当
時
に
お
い
て
死
別
や
離
婚
は
珍
し
く
な
く
、
夫
婦
を
構
成
す
る
一

方
の
人
間
は
よ
く
入
れ
替
わ
っ
た
（
鷲
尾
祐
子
二
〇
一
〇
ａ
参
照
）。
夫
に
と
っ
て
妻
で

あ
る
者
、
妻
に
と
っ
て
夫
で
あ
る
者
は
必
ず
し
も
不
変
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
夫
婦

と
い
う
組
み
合
わ
せ
と
、
そ
れ
を
基
本
的
単
位
と
し
て
家
族
を
組
織
す
る
こ
と
自
体

は
執
拗
に
維
持
さ
れ
、
ま
た
既
述
の
ご
と
く
そ
れ
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
強
固

に
存
在
し
た
。
本
論
で
検
討
し
た
走
馬
楼
呉
簡
の
限
佃
名
籍
が
示
す
夫
婦
を
主
た
る

構
成
員
と
す
る
戸
は
、
夫
婦
が
農
業
経
営
の
中
核
組
織
で
あ
り
、
家
庭
の
基
層
単
位

で
あ
っ
た
当
時
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。

結

本
論
で
は
、
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
「
竹
簡
貳
」
に
見
え
る
限
佃
人
戸
の
名
籍
に
つ
い

て
検
討
し
、
名
籍
を
構
成
す
る
諸
簡
を
集
成
し
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
戸
の
特
徴
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
限
佃
名
籍
は
連
記
形
式
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
名
籍
と
し
て

は
典
型
的
な
名
県
爵
里
式
の
書
式
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
一
般
吏
民
の
通
常
の
名
籍

な
ら
ば
附
帯
し
て
記
載
さ
れ
る
諸
事
項
が
全
く
見
え
無
い
こ
と
を
除
い
て
は
、
特
に

顕
著
な
特
徴
は
無
い
。
限
佃
人
戸
と
は
、
自
己
の
所
有
し
な
い
田
地
を
耕
作
す
る
所

謂
小
作
人
の
戸
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
一
戸
あ
た
り
の
口
数
は
二
人
以
下
の

者
が
多
く
、
経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
戸
を
構
成
す
る
人
数
の
多
寡
が
左
右
さ
れ
る
と

い
う
説
を
裏
書
き
す
る
。
さ
ら
に
、
二
人
の
戸
の
場
合
は
ほ
ぼ
す
べ
て
夫
婦
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
夫
婦
が
家
庭
の
基
層
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
生
産
の

中
核
組
織
で
あ
る
状
況
を
窺
い
得
る
。

こ
の
よ
う
に
、
限
佃
の
人
々
の
名
籍
の
書
式
自
体
に
は
、
他
の
名
籍
と
区
別
す
る

に
足
る
特
徴
に
乏
し
い
。
し
か
し
そ
の
名
籍
か
ら
窺
え
る
家
族
の
姿
は
、
他
の
一
般

吏
民
の
名
籍
に
見
え
る
長
沙
郡
臨
湘
國
の
家
庭
の
姿
と
顕
著
に
相
違
す
る
。
こ
の
名

籍
を
構
成
す
る
諸
簡
は
、「
竹
簡
貳
」
の
一
五
〇
〇
番
台
よ
り
前
に
ま
と
ま
っ
て
存
在

し
、
構
成
諸
簡
複
数
を
ま
と
め
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
も
し
こ
れ
が
一
般

吏
民
の
名
籍
諸
簡
と
混
在
し
て
い
た
場
合
、
分
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
。
筆
者
は
名
籍
資
料
か
ら
長
沙
臨
湘
國
に
お
け
る
家
族
の
状
況
を
読
み
と
る

こ
と
を
試
み
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
資
料
が
何
を
対
象
に
し
た
調
査
の
結
果

で
あ
る
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
限
佃
人
戸
名
籍
は
、
一
戸
あ

た
り
の
口
数
が
極
端
に
少
な
い
な
ど
の
特
徴
を
有
す
る
た
め
、
も
し
こ
れ
を
そ
の
ま

ま
他
の
広
く
一
般
吏
民
を
対
象
と
す
る
名
籍
中
（
当
然
限
佃
人
戸
も
含
む
が
）
に
混
在

さ
せ
、
一
戸
あ
た
り
口
数
の
考
察
に
用
い
た
場
合
、
平
均
口
数
の
数
字
を
引
き
下
げ

る
こ
と
と
な
る
。
本
論
に
よ
っ
て
、
名
籍
資
料
の
性
格
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
名
籍

か
ら
家
族
を
考
察
す
る
上
で
有
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
と
考
え
る
。

注①　
従
来
の
研
究
論
文
中
で
は
、
こ
う
し
た
資
料
に
つ
い
て
「
民
籍
」「
吏
籍
」「
名
籍
」

等
と
呼
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
竹
簡
参
」
ま
で
発
行
さ
れ
て
い
る
現
時
点
で
、
表

題
簡
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
た
当
時
の
呼
称
と
し
て
は
、「
籍
」
で
あ
る
も
の
は
存
在
し
な

い
。
つ
と
に
關
尾
史
郎
二
〇
〇
六
が
、「
竹
簡
壹
」
を
参
照
し
て
当
時
の
名
籍
が
正
し

く
は
「
籍
」
で
な
く
「
簿
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、さ
ま
ざ
ま
な
研
究
論

文
に
お
い
て
は
名
籍
と
呼
称
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
、本
論
で
も
名
籍
と
し
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て
お
く
。 

②　
「
竹
簡
壹
」
に
み
え
る
名
籍
に
つ
い
て
は
、
王
素
・
宋
少
華
・
羅
新
一
九
九
九
が
吏

籍
・
民
籍
・
師
佐
籍
の
三
種
類
に
分
類
し
て
紹
介
し
た
が
、
胡
平
生
二
〇
〇
二
は
「
吏

籍
」「
民
籍
」
が
分
か
れ
て
い
た
と
い
う
根
拠
は
無
い
と
し
、
ま
た
「
竹
簡
貳
」
の
刊

行
に
よ
っ
て
、吏
籍
と
さ
れ
て
い
た
簡
が
一
般
人
戸
の
簿
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
り
（
侯
旭
東
二
〇
〇
九
参
照
）、
現
在
で
は
吏
・
民
籍
に
分
類
す
る
説
は
採
用
さ
れ

て
い
な
い
。
書
式
に
つ
い
て
は
、
汪
小
烜
二
〇
〇
四
が
名
籍
書
式
の
復
原
を
こ
こ
ろ

み
、
安
部
聡
一
郎
二
〇
〇
四
は
、
名
籍
簡
を
書
式
に
よ
っ
て
分
類
し
、
戸
主
簡
・
家
族

簡
・
口
数
簡
に
区
分
し
て
、
各
区
分
の
ど
の
書
式
が
相
互
に
接
続
し
て
一
つ
の
簿
を
形

成
す
る
か
検
討
し
た
。「
竹
簡
貳
」
が
出
版
さ
れ
て
以
降
の
研
究
で
は
、
侯
旭
東

二
〇
〇
九
が
、「
竹
簡
貳
」
示
意
図
に
依
拠
し
て
名
籍
簡
冊
の
復
原
を
試
み
て
い
る
。

③　

安
部
聡
一
郎
二
〇
〇
四
に
準
じ
て
連
記
簡
と
す
る
。

④　

秦
漢
代
の
名
籍
で
は
、
十
五
歳
以
上
は
大
、
未
満
は
小
に
分
類
さ
れ
る
。
居
延
旧
簡

の
例
を
挙
げ
る
。

　
　
　

永
光
四
年
正
月
己
酉　
　
　
　
　
　

妻
大
女
昭
武
万
歳
里
□
□
年

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
大
男
輔
年
十
九
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
小
男
廣
宗
年
十
二
歳

　
　
　

槖
佗
呑
胡
燧
長
張
彭
祖
符　
　
　
　

子
小
女
女
足
年
九
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

輔
妻
南
來
年
十
五
歳　

皆
黑
色
（
謝
桂
華
・

李
均
明
・
朱
国

一
九
八
七　

２
９
・
２
）

　

お
お
む
ね
、
大
男
・
大
女
と
な
る
と
算
賦
が
課
せ
ら
れ
、
ま
た
徭
役
も
全
面
的
に
負
担

さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、大
小
の
区
別
は
国
家
負
担
の
軽
重
に
即
応
し
て

い
る
。

⑤　

漢
代
に
お
け
る
典
型
的
な
名
籍
書
式
と
し
て
は
、居
延
漢
簡
に
み
え
る
例
と
し
て
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　

 

戍
卒
梁
国
己
氏
顕
陽
里
公
乗
衛
路
人
年
卅
（
５
０
・
１
６　

謝
桂
華
・
李
均
明
・

朱
国

一
九
八
七
）

　
　
　

 

某
人
の
郡
国
・
県
・
里
・
爵
位
・
姓
名
・
年
齢
を
記
載
し
、
い
わ
ゆ
る
「
名
県
爵

里
」式
の
名
籍
に
準
じ
た
書
式
で
あ
る
。
郷
単
位
で
作
成
し
県
に
報
告
す
る
場
合

は
、県
名
は
記
載
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
戸
単
位
で
名
籍
を
記
載
す
る

場
合
は
、
冒
頭
の
戸
人
に
つ
い
て
「
戸
人
」
と
明
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

⑥　

張
栄
強
二
〇
〇
四
・
于
振
波
二
〇
〇
四
ａ
参
照

⑦　

郷
名
籍
の
集
計
に
見
え
る
ほ
か
、
師
佐
籍
・
州
吏
父
子
兄
弟
の
籍
な
ど
、
様
々
な
籍

の
記
載
を
集
計
す
る
語
彙
と
し
て
出
現
す
る
。

　
　
　

集
凡
作
部
師
佐
□
見
□
□
﹇
人
﹈
合
﹇
五
百
﹈
人　
（「
竹
簡
参
」
25

二
三
四
五
）

　
　
　

集
凡
平
郷
領
州
吏
三
人
﹇
父
子
兄
弟
﹈
合
五
人
（「
竹
簡
参
」
27

三
〇
三
二
）

⑧　

た
と
え
ば
「
竹
簡
貳
」
示
意
図
に
は
、廣
成
里
が
単
位
と
な
っ
て
い
る
名
籍
簡
冊
の

冒
頭
の
簡
と
、
集
計
の
簡
と
が
見
え
る
。

　
　
　
﹇
廣
成
﹈
里
謹
列
﹇
領
﹈
任
吏
民
人
名
年
紀
口
食
爲
簿
（「
竹
簡
貳
」
一
七
九
七
）

　
　
　

右
廣
成
里
領﹇
吏
﹈民
五
十
戸
口
食
二
百
九﹇
十
﹈□﹇
人
﹈（「
竹
簡
貳
」一
六
七
一
）

⑨　

1
類
と
2
類
に
見
え
る
宜
陽
里
は
、
次
の
記
述
か
ら
南
郷
に
属
す
る
可
能
性
が
高

い
。

　
　
　

 

入
南
郷
宜
陽
里
調
布
一
匹(

同
記
号
）
嘉
禾
元
年
九
月
十
四
日
大
男
□
・（「
竹
簡

壹
」
4

一
二
九
五
）

⑩　

高
村
武
幸
二
〇
〇
四
は
、
走
馬
楼
呉
簡
名
籍
の
集
計
簡
な
ど
か
ら
、
当
時
長
沙
近
辺

の
郷
は
一
郷
あ
た
り
4

6
里
か
ら
編
成
さ
れ
、千
人
前
後
の
人
口
を
抱
え
て
い
る
郷

が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

⑪　

長
沙
市
文
物
考
古
隊
・
長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所
一
九
九
九
は
問
題
の
箇
所
に
つ
い

て「
限
田
」に
つ
く
る
が
、侯
旭
東
一
九
九
九
は
田
を
佃
に
改
め
る（
侯
旭
東
一
九
九
九

は
未
見
、
侯
旭
東
二
〇
〇
一
参
照
）。

⑫　

州
中
倉
吏
郭
勛
・
馬
欽
・
張
曼
・
周
棟
、
起
正
月
廿
三
日
、
訖
廿
六
日
、
受
雑
米

三
百
卌
八
斛
五
斗
八
升
。其
十
七
斛
九
斗
税
米
、其
廿
一
斛
五
斗
二
升
租
米
、其
二
十
二

斛
五
斗
余
力
租
米
、
其
二
百
卅
二
斛
一
斗
一
升
八
億
錢
米
、
其
三
斛
五
斗
金
民
限
米
、

其
十
二
斛
私
學
限
米
、
其
三
斛
四
升
佃
吏
限
米
、
其
廿
斛
三
斗
五
升
田
畝
布
米
、
其

十
五
斛
七
斗
田
畝
錢
米
、
正
月
廿
六
日
、
倉
吏
潘
慮
白
。（
長
沙
市
文
物
考
古
隊
・
長

沙
市
文
物
考
古
研
究
所
一
九
九
九　

三
、
簡
牘
的
状
況
（
一
）p19　

例
7　

図
版
25

左
）

⑬　

阿
部
幸
信
二
〇
〇
一
は
税
田
と
税
米
、
租
田
と
租
米
の
対
応
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

⑭　
「
二
年
常
限
」
に
つ
い
て
、
高
敏
二
〇
〇
〇
は
畝
ご
と
に
徴
収
す
る
税
額
が
二
年
間

変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
于
振
波
二
〇
〇
三
は
、限
は
土
地
の
限
度
額
を
意

味
し
、
二
年
常
限
と
は
二
年
間
土
地
の
面
積
が
変
化
し
な
い
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。

⑮　

宮
川
尚
志
一
九
五
六
は
、『
三
国
志
』
呉
志
孫
休
傳
永
安
元
年
の
詔
に
見
え
る
限
米



一
〇
七

長
沙
走
馬
楼
呉
簡
に
み
え
る
「
限
佃
」
名
籍
に
つ
い
て

385

を
、「
華
覈
傳
に
督
其
限
入
と
あ
る
よ
う
に
期
限
付
納
入
の
米
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。

多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
限
米
は
他
の
負
担
に
比
較
し
て
重
く
、
ま
た
呉
簡

の
限
米
は
特
定
の
職
役
や
身
分
に
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
特
色
が
存
在
し
、納
入
期
限
付

き
と
い
う
解
釈
が
こ
の
よ
う
な
呉
簡
「
限
米
」
の
性
格
に
適
合
す
る
か
い
な
か
は
不
明

で
あ
る
。

⑯　

濱
口
重
國
一
九
五
二
に「
当
時
一
般
に
小
作
人
の
こ
と
を
佃
客
と
か
田
客
と
か
呼
ん

で
い
た
」
と
述
べ
る
。『
晉
書
』
食
貨
志
・
隋
書
食
貨
志
に
、
佃
客
が
見
え
る
こ
と
は

非
常
に
著
名
で
あ
る
。

⑰　
『
晉
書
』
外
戚
傳
王
恂
傳
・『
晉
書
』
食
貨
志
・『
通
典
』
巻
七
食
貨
七
丁
中
参
照
。

⑱　

陳
爽
二
〇
〇
六
は
屯
田
事
務
を
管
理
す
る
低
級
官
吏
（
屯
吏
）
が
統
括
す
る
屯
田
の

客
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
の
一
つ
は
限
米
と
屯
田
を
関
連
づ
け
る
説
で
あ
り
、

再
考
が
必
要
で
あ
る
。
蒋
福
亜
二
〇
〇
六
は
政
府
が
郡
県
吏
に
命
じ
て
統
率
・
管
理
さ

せ
た
客
で
あ
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
官
の
客
と
す
る
理
由
は
、吏
帥
客
が
限
米
を
供
出

す
る
点
に
あ
る
。
蒋
福
亜
は
、
私
の
客
で
あ
れ
ば
限
米
は
納
入
し
な
い
と
述
べ
る
が
、

僮
客
限
米
の
よ
う
に
私
の
客
（
僮
客
）
と
考
え
ら
れ
る
者
の
称
謂
を
冠
す
る
限
米
も
存

在
す
る
。

⑲　

他
に
、不
明
な
存
在
と
し
て
「
適
客
」
が
存
在
す
る
（「
竹
簡
参
」
35

五
九
七
八
）。

 

「
衣
食
客
」
に
つ
い
て
は
独
立
の
戸
を
も
た
ず
、
他
姓
の
名
籍
中
に
客
が
記
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、『
隋
書
』
食
貨
志
に
東
晋
の
制
度
と
し
て
見
え
る
「
客
皆
注
家
籍
（
客

は
皆
家
籍
に
注
す
る
）」
の
先
鞭
を
つ
け
る
制
度
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
（
蒋
福
亜

二
〇
〇
六
参
照
）。

⑳　

権
命
以
其
愛
妾
殉
葬
、復
客
二
百
家
。（『
三
国
志
』
呉
志
陳
武
傳
裴
松
之
注
引
く
江

表
傳
）

㉑　

王
素
・
汪
力
工
二
〇
〇
四
参
照
。

㉒　

三
国
時
代
孫
呉
政
権
下
に
、前
掲
の
復
客
の
ご
と
き
徭
役
を
免
除
さ
れ
た
客
が
存
在

し
た
ほ
か
、『
三
国
志
』
呉
書
・
呂
蒙
傳
に
は
呂
蒙
が
尋
陽
の
屯
田
六
百
人
と
官
属
三
十

人
を
賜
っ
た
と
見
え
る
。

㉓　

こ
の
名
籍
の
諸
簡
は
「
竹
簡
壹
」
示
意
図
2
中
に
あ
り
、整
理
小
組
は
完
全
な
戸
籍

の
例
で
あ
る
と
す
る
。

㉔　

安
部
聡
一
郎
二
〇
〇
四
は
、「
竹
簡
壹
」
名
籍
簡
に
、
下
記
の
多
様
な
親
族
称
謂
が

見
ら
れ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。

　
　
　

 

祖
母
、
父
、
小
父
、
母
、
小
母
、
伯
父
、
叔
父
、
叔
母
、
従
父
、
従
小
父
、
兄
、

兄
子
、
兄
子
男
、
姉
子
男
、
弟
、
男
弟
、
女
弟
、
妻
、
大
妻
、
小
妻
、
妻
父
、
妻

母
、
妻
兄
、
妻
男
弟
、
妻
従
兄
、
妻
従
男
弟
、
捜
、
寡
捜
、
寡
奴
、
寡
婦
、
弟
寡

婦
、
従
兄
、
従
男
弟
、
従
兄
子
男
、
子
、
子
男
、
子
女
、
姪
子
、
姪
子
男
、
姪
子

女
、
女
姪
、
従
子
、
外
姪
子
、
外
姪
子
男
、
男
孫
、
外
孫
男
、
外
男
孫
、
聟

㉕　

稲
葉
一
郎
一
九
八
四
は
、漢
武
帝
期
を
境
に
複
数
の
家
族
が
家
計
を
一
に
す
る
同
居

形
態
が
善
し
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
貨
幣
経
済
が
沈
滞
し
た
た
め
で
あ

り
、人
々
は
生
活
の
合
理
化
と
家
計
の
共
同
化
に
よ
る
生
活
防
衛
を
は
か
る
た
め
同
居

に
向
か
っ
た
と
述
べ
る
。

㉖　

宋
度
遷
長
沙
太
守
。
人
多
以
乏
衣
食
、
産
乳
不
挙
。
度
切
譲
三
老
、
禁
民
殺
子
、
比

年
之
間
、
養
子
者
三
千
餘
人
、
男
女
皆
以
「
宋
」
為
名
也
。（『
北
堂
書
鈔
』
巻
七
五
引

く
謝
承
後
漢
書　

周
天
游
輯
注
一
九
八
六
）

㉗　

方
春
和
時
、
草
木
群
生
之
物
皆
有
以
自
樂
、
而
吾
百
姓
鰥
寡
孤
獨
窮
困
之
人
或

於

死
亡
、而
莫
之
省
憂
。
爲
民
父
母
將
何
如
。
其
議
所
以
振
貸
之
。（『
漢
書
』
文
帝
紀　

元
年
）

参
考
文
献

走
馬
楼
呉
簡
テ
キ
ス
ト

「
竹
簡
壹
」
長
沙
文
物
考
古
研
究
所
・
中
國
文
物
研
究
所
・
北
京
大
學
歴
史
學
系
二
〇
〇
三

『
長
沙
走
馬
楼
三
國
呉
簡
』
竹
簡
壹
（
上
中
下
）
文
物
出
版
社

「
竹
簡
貳
」
長
沙
簡
牘
博
物
館
・
中
國
文
物
研
究
所
・
北
京
大
學
歴
史
學
系
二
〇
〇
七　

『
長
沙
走
馬
楼
三
國
呉
簡
』
竹
簡
貳
（
上
中
下
）
文
物
出
版
社

「
竹
簡
参
」
長
沙
簡
牘
博
物
館
・
中
國
文
物
研
究
所
・
北
京
大
學
歴
史
學
系
二
〇
〇
八　

『
長
沙
走
馬
楼
三
國
呉
簡
』
竹
簡
参
（
上
中
下
）
文
物
出
版
社

（
上
記
三
冊
所
収
の
簡
に
つ
い
て
は
、「
竹
簡
貳
」
以
外
は
盆
番
号

簡
番
号
を
表
示
し

た
。）

長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所
・
中
國
文
物
研
究
所
・
北
京
大
學
歴
史
學
系
走
馬
樓
簡
牘
整
理

組
編
著
一
九
九
九
『
長
沙
走
馬
楼
三
國
呉
簡
嘉
禾
吏
民
田
家

』
文
物
出
版
社

長
沙
市
文
物
考
古
隊
・
長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所
１
９
９
９
「
長
沙
走
馬
楼
ｊ
22
発
掘
簡

報
」『
文
物
』
一
九
九
九
―
5



一
〇
八
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日
文

科
研
費
基
盤
研
究
(B)
二
〇
〇
七『
長
沙
走
馬
楼
出
土
呉
簡
に
関
す
る
比
較
史
料
学
的
研
究

と
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
』

科
研
費
基
盤
研
究
(A)
二
〇
〇
九
『
長
沙
呉
簡
研
究
報
告　

二
〇
〇
八
年
度
特
刊
』

科
研
費
基
盤
研
究
(A)
・
三
菱
財
団
人
文
科
学
研
究
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
二
〇
一
〇
『
長
沙

呉
簡
研
究
報
告 
二
〇
〇
九
年
度
特
刊
』

安
部
聡
一
郎
二
〇
〇
四
「
長
沙
呉
簡
に
み
え
る
名
籍
の
初
歩
的
検
討
」『
長
沙
呉
簡
研
究

報
告
』
第
二
集

阿
部
幸
信
二
〇
〇
一
「
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
所
見
田
種
初
探
」『
嘉
禾
吏
民
田
家

研
究
―

長
沙
呉
簡
研
究
報
告
』
第
一
集

稲
葉
一
郎
一
九
八
四
「
漢
代
の
家
族
形
態
と
経
済
変
動
」『
東
洋
史
研
究
』
43

1

宇
都
宮
清
吉
一
九
五
三
「
僮
約
研
究
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
5
↓
『
漢
代

社
会
経
済
史
研
究
』
所
収　

弘
文
堂
書
房　

一
九
五
五
年

草
野
靖
一
九
五
七
「
唐
律
に
み
え
る
私
賤
民　

奴
婢
・
部
曲
に
就
い
て
の
一
考
察
」『
重

松
先
生
古
稀
記
念
九
州
大
学
東
洋
史
論
叢
』
九
州
大
学
東
洋
史
研
究
室

關
尾
史
郎
二
〇
〇
四
「
史
料
群
と
し
て
の
長
沙
呉
簡
・
試
論
」『
木
簡
研
究
』
二
七

關
尾
史
郎
二
〇
〇
六
「
長
沙
呉
簡
中
の
名
籍
に
つ
い
て
―
史
料
群
と
し
て
の
長
沙
呉
簡
・

試
論
㈡
―
」『
唐
代
史
研
究
』
九

高
村
武
幸
二
〇
〇
四
「
長
沙
呉
簡
に
み
え
る
郷
」『
長
沙
呉
簡
研
究
報
告
第
二
集
』
↓
『
漢

代
の
地
方
官
吏
と
地
域
社
会
』
所
収　

汲
古
書
院　

二
〇
〇
八
年

谷
口
建
速
二
〇
〇
八
「
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
に
み
え
る
「
限
米
」
―
孫
呉
政
権
の
財
政
に
関

す
る
一
考
察
」『
三
国
志
研
究
』
第
三
号

谷
口
建
速
編
二
〇
一
〇
「
二
〇
〇
九
年
12
月
調
査
簡
牘
一
覧
表
」
科
研
費
基
盤
研
究
(A)
・

三
菱
財
団
人
文
科
学
研
究
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
二
〇
一
〇
所
収

谷
口
建
速
二
〇
〇
七
「
竹
簡
の
大
き
さ
に
つ
い
て
」
科
研
費
基
盤
研
究
(B)
二
〇
〇
七
所
収

谷
口
建
速
編
二
〇
〇
九
「
調
査
簡
牘
一
覧
表
」
科
研
費
基
盤
研
究
(A)
二
〇
〇
九
所
収

谷
口
建
速
二
〇
〇
八
「
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
に
み
え
る
「
限
米
」
―
孫
呉
政
権
の
財
政
に
関

す
る
一
考
察
」『
三
国
志
研
究
』
3

仁
井
田
陞
一
九
五
二
『
中
国
の
農
村
家
族
』
東
大
出
版
会

濱
口
重
國
一
九
五
二
「
唐
の
部
曲
・
客
女
と
前
代
の
衣
食
客
」『
山
梨
大
学
学
芸
学
部
紀

要
』
1

町
田
隆
吉
二
〇
〇
七
「
長
沙
呉
簡
よ
り
み
た
「
戸
」
に
つ
い
て
―
三
国
呉
の
家
族
構
成
に

関
す
る
初
歩
的
考
察
―
」『
長
沙
呉
簡
研
究
報
告
』
第
3
集

宮
川
尚
志
一
九
五
六
「
三
国
呉
の
政
治
と
制
度
」『
六
朝
史
研
究　

政
治
・
社
会
篇
』
第

三
章
第
三
節　

日
本
学
術
振
興
会

守
屋
美
都
雄
一
九
六
〇
「
漢
代
家
族
の
形
態
に
関
す
る
再
考
察
」『
中
国
古
代
史
研
究
』

一　

吉
川
弘
文
館
↓
守
屋
美
都
雄
一
九
六
八
所
収

守
屋
美
都
雄
一
九
六
二
「
漢
代
の
家
族
│
そ
の
学
説
史
的
展
望
」『
古
代
史
講
座
』
六　

学
生
社
↓
守
屋
美
都
雄
一
九
六
八
所
収

守
屋
美
都
雄
一
九
六
八
『
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
』
東
洋
史
研
究
会

鷲
尾
祐
子
二
〇
〇
九
『
中
国
古
代
の
専
制
国
家
と
民
間
社
会
― 

家
族
・
風
俗
・
公
私
』
立

命
館
東
洋
史
学
会

鷲
尾
祐
子
二
〇
一
〇
ａ
「
走
馬
楼
呉
簡
か
ら
見
え
る
家
族
の
情
況
に
つ
い
て
― 

夫
婦
間

の
年
齢
差
な
ど
か
ら
」
科
研
費
基
盤
研
究
(A)
・
三
菱
財
団
人
文
科
学
研
究
助
成
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
二
〇
一
〇
所
収

鷲
尾
祐
子
二
〇
一
〇
ｂ
「
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
連
記
簡
の
検
討
―
家
族
の
記
録
に
つ
い
て
」

『
中
国
古
代
史
論
叢
』
7　

立
命
館
東
洋
史
学
会

渡
辺
信
一
郎
一
九
七
四
「
漢
六
朝
期
に
お
け
る
大
土
地
所
有
と
経
営
（
上
）（
下
）」『
東

洋
史
研
究
』33

１
・
２
↓
渡
辺
信
一
郎
一
九
八
六
に
改
訂
収
録（
第
二
部
第
四
章「
2

世
紀
か
ら
7
世
紀
に
至
る
大
土
地
所
有
と
経
営
」

渡
辺
信
一
郎
一
九
七
八「
古
代
中
国
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
―
古
代
国
家
形
成
論

の
前
進
の
た
め
に
―
」『
歴
史
評
論
』
第
３
４
４
号
↓
渡
辺
信
一
郎
一
九
八
六
に
改
訂

収
録
（
第
一
部
第
一
章
「
古
代
中
国
に
お
け
る
小
農
民
経
営
の
形
成
」

渡
辺
信
一
郎
一
九
八
六
『
中
国
古
代
社
会
論
』
青
木
書
店

中
文

陳
爽
二
〇
〇
六
「
走
馬
楼
呉
簡
所
見
〝
吏
帥
客
〞
試
解
」『
呉
簡
研
究
』
第
二
輯

高
敏
二
〇
〇
〇
「「
吏
民
田
家

」
中
所
見
〝
余
力
田
〞・〝
常
限
〞
田
等
名
称
的
涵
義
試

析
―
読
長
沙
走
馬
楼
簡
牘
札
記
之
三
『
鄭
州
大
学
学
報
』
社
会
科
学
版
33

5

侯
旭
東
一
九
九
九
「
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
釈
文
補
正
」『
中
国
文
物
報
』
１
９
９
９ 

年

7 

月
21 

日



一
〇
九

長
沙
走
馬
楼
呉
簡
に
み
え
る
「
限
佃
」
名
籍
に
つ
い
て

387

侯
旭
東
二
〇
〇
一
「
三
国
呉
簡
兩
文
書
初
探
」『
歴
史
研
究
』
２
０
０
１

4

侯
旭
東
二
〇
〇
六
「
走
馬
楼
竹
簡
的
限
米
与
田
畝
記
録
―
従
〝
田
〞
的
類
型
与
納
〝
米
〞

類
型
的
関
係
説
起
」『
呉
簡
研
究
』
第
二
輯

侯
旭
東
二
〇
〇
九
「
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
《
竹
簡
》
貳
〝
吏
民
人
名
年
紀
口
食
簿
〞
復
原
的

初
歩
研
究
」『
中
華
文
史
論
叢
』
２
０
０
９

1

胡
平
生
二
〇
〇
二
「
従
走
馬
楼
簡
〝（

）（
創
）〞
字
的
釈
読
談
到
戸
籍
的
認
定
」『
中
国

歴
史
文
物
』
２
０
０
２

2

蒋
福
亜
二
〇
〇
二
「「
嘉
禾
吏
民
田
家

」
中
的
諸
吏
」『
文
史
哲
』
２
０
０
２

1

蒋
福
亜
二
〇
〇
六「
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
中
的〝
客
〞」『
中
国
経
済
史
研
究
』２
０
０
６

3

蒋
福
亜
二
〇
〇
八
「
呉
簡
所
見
呉
國
前
期
民
屯
―
兼
論
魏
呉
民
屯
的
区
別
」『
中
華
文
史

論
叢
』
２
０
０
８

1

劉
家
軍
二
〇
〇
五
「
論
「
走
馬
楼
呉
簡
」
中
〝
限
米
〞
的
性
質
」『
中
国
社
会
経
済
史
研

究
』
２
０
０
５

2

于
振
波
二
〇
〇
三
「
走
馬
楼
呉
簡
所
見
佃
田
制
度
考
略
」『
湖
南
大
学
学
報
』
社
会
科
学

版
二
〇
〇
三

6
↓
于
振
波
二
〇
〇
四
ｄ
『
走
馬
楼
呉
簡
初
探
』
に
改
稿
し
て
収
録

于
振
波
二
〇
〇
四
ａ
「「
筭
」
與
「
事
」」『
漢
学
研
究
』
22

2
↓
『
走
馬
楼
呉
簡
続
探
』

に
改
稿
し
て
収
録

于
振
波
二
〇
〇
四
ｂ
「
走
馬
楼
呉
簡
中
的
「
限
米
」
与
屯
田
」『
走
馬
楼
呉
簡
初
探
』
文

津
出
版
社
２
０
０
４
年

于
振
波
二
〇
〇
四
ｃ
「
走
馬
楼
呉
簡
所
見
戸
與
里
的
規
模
」『
走
馬
楼
呉
簡
初
探
』
文
津

出
版
社

于
振
波
二
〇
〇
四
ｄ
『
走
馬
楼
呉
簡
初
探
』
文
津
出
版
社

于
振
波
二
〇
〇
七
『
走
馬
楼
呉
簡
続
探
』
文
津
出
版
社

王
素
・
宋
少
華
・
羅
新
一
九
九
九「
長
沙
走
馬
楼
簡
牘
整
理
的
新
収
穫
」『
文
物
』１
９
９
９

5

王
素
・
汪
力
工
二
〇
〇
四
「
走
馬
楼
孫
呉
〝
桓
王
廟
〞
簡
与
長
沙
〝
孫
堅
廟
〞」『
呉
簡
研

究
』
第
一
輯

王
素
二
〇
〇
九
「
長
沙
呉
簡
勧
農
掾
条
列
軍
州
吏
等
人
名
年
紀
三
文
書
新
探
」『
魏
晋
南

北
朝
隋
唐
史
資
料
』
第
25
輯

汪
小
烜
二
〇
〇
四
「
走
馬
楼
呉
簡
戸
籍
初
論
」『
呉
簡
研
究
』
第
一
輯

王
子
今
・
張
栄
強
二
〇
〇
六
「
走
馬
楼
簡
牘
〝
私
學
〞
考
議
」『
呉
簡
研
究
』
第
二
輯

呉
樹
平
一
九
八
〇
『
風
俗
通
義
校
釈
』
天
津
古
籍
出
版
社

謝
桂
華
・
李
均
明
・
朱
国

一
九
八
七
『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』
上
下　

文
物
出
版
社　

張
栄
強
二
〇
〇
四
「
呉
簡
中
的
〝
戸
品
〞
問
題
」『
呉
簡
研
究
』
第
一
輯

周
天
游
輯
注
一
九
八
六
『
八
家
後
漢
書
輯
注
』
上
海
古
籍
出
版
社

（
付
記
）

　

 

本
論
は
、二
〇
一
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
Ａ
「
出
土
文
字
資
料
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
化
と
そ
れ
を
用
い
た
中
国
古
代
史
上
の
基
層
社
会
に
関
す
る
多
面
的
分
析
」に
よ
る

研
究
成
果
で
あ
る
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


